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PBL個別学習が臨床実習に役立った点・弊害となった点 

―評価実習後と総合実習後の学生の意識調査から－ 

            

                加藤 真夕美 

愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 

 

Influence of individualization in problem-based learning on case studies. 

 

Mayumi Kato 

 

【要旨】 

 愛知医療学院短期大学（以下、本学）では、2年次に在籍している作業療法学専攻の学生に、身体障害領域

作業療法学における総合的学習として問題基盤型学習（Problem-based learning ：以下、PBL）を、グルー

プ課題ではなく個別課題として実施している。個別課題として行ったPBL（以下、PBL個別学習）が臨床実

習にどのような影響を与えたのか、臨床実習を経験した学生に質問紙調査を行うことによってその効果を検

証した。 

その結果、評価実習（臨床実習Ⅱ）では、実習の導入部分を知る手がかりとしてPBL個別学習が機能した

半面、学習の成果を十分に応用できないままに 4週間の評価実習期間が終了した学生も多くみられた。一方、

総合実習（臨床実習Ⅲ・Ⅳ）では、対象者評価の一連の流れの中で学習の成果を発揮できたという学生が多

く、PBL個別学習に一定の効果があったことが示唆された。 

 

キーワード：PBL個別学習、身体障害領域作業療法学、臨床実習 

 

【はじめに】 

本学では 2 年次に、身体障害領域の作業療法学に

おける総合的学習として、紙面上の架空事例を用い

たPBLを取り入れている。一般にPBLは、少人数

のグループがテューターの陪席のもと行う学習方法

をさす 1) 。 

本学においても前身の専門学校時代より、少人数

グループでの症例検討を講義に取り入れてきたが、

グループの構成メンバーの課題遂行能力に差があり

学生個々の弱点に随時アプローチできないもどかし

さを感じていた。そこで本学では平成 17年度（当時

は専門学校）より、学生個々の能力を把握しその能

力に応じて的確に学習をナビゲーションしていくた

めに、PBLを個別学習課題として位置付け取り組ん

でいる 2)。なおグループ単位でのPBLと区別する為

に、本学では個別課題として行う PBL を「PBL 個

別学習」と呼んでいる。 

 

課題数は 2年次後期の約半年間で 2例を提示して

いる。1 例目は脳血管障害急性期の事例で、主に評

価項目選択や評価結果の解釈の仕方を学習する基礎

的な構成としている。一方 2 例目は、背景因子を考

慮した生活全般への介入が必要となる脳血管障害維

持期の事例であり、より応用的な学習ができるよう

な構成としている。 

 

各事例課題には、一般的に学生が経験するであろ

う臨床実習の流れに沿ったいくつかの step を設け、

段階を踏んだ学習ができるようにしている。各事例

課題の stepは、以下のとおりである。 
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臨床実習に役立った点

a．臨床実習の流れ（導入部分）を理解するのに役立った

b．わからないことを文献で調べる習慣がついた

c．診断名や画像から、障害の種類を予測するのに役立った

d．評価項目の抽出に役立った

e．評価方法の選択に役立った

f．評価の予定を立てるのに役立った

g．評価結果の整理・解釈に役立った

h．問題点や利点の抽出・焦点化に役立った

i．目標設定に役立った

j．プログラムの立案に役立った

k．治療体験に役立った

l．再評価に役立った

m．症例レポートの「統合と解釈」記述に役立った

臨床実習の弊害となった点

n．役立つだろうとはわかっていたが、PBLの経験をうまくいかせなかった

o．何に役立ったかがわからない

p．実習指導者と事例担当教員の指導の仕方・着眼点が異なり混乱した

事例 1 

Step1．不十分な知識の用語を調べる。 

Step2．診断名から心身機能障害を推測する。 

Step3．対象者に初めて会う前に収集しておくべき情

報を列挙する。 

Step4．不十分な知識の用語を調べる。 

Step5．初期評価項目を抽出する。 

Step6．一週間の評価計画を立案する。 

Step7．評価結果を文章でまとめる。 

 

事例 2 

Step1．不十分な知識の用語を調べる。 

Step2．初期評価項目を抽出する。 

Step3．一週間の評価計画を立案する。 

Step4．評価結果を文章でまとめる。 

 

 今回、PBL個別学習が臨床実習にどのような影響

を与えたのかを調査するため、学生に対しアンケー

トを実施したので、その結果を報告する。 

 

【方法】 

①対象 

 本学作業療法学専攻に在籍する学生のうち、平成

22年度に臨床実習Ⅱ（以下、評価実習）を経験した

者 10名、及び平成 23年度に臨床実習Ⅲ及びⅣ（以

下、総合実習）を経験した者 7名を対象とした。 

 

②実施時期 

 評価実習経験者には臨床実習Ⅱ終了後に、総合実

習経験者には臨床実習Ⅳ終了後に実施した。 

 

③方法 

 質問紙調査（留め置き、自記式）を実施した。回

収率は、評価実習後（n=10）及び総合実習後（n=7）

のいずれも 100%であった。評価実習後と総合実習後

のアンケートは同一のものとした。 

アンケートでは、PBL個別学習が臨床実習で役に

立った点、もしくは臨床実習の弊害となった点につ

いて、臨床実習の流れに沿って教員が考えた 16項目

の選択肢から選択してもらった（複数回答）。その他

思いつく事柄については、欄外に自由に記述しても

らった（表 1）。 

また、評価実習開始前の遂行状況についても回答

を求めた。 

 

   表 1 アンケートの選択項目． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】 

①課題の遂行状況について 

 評価実習開始前の遂行状況は以下の通りであった。 

・ 事例 1の step7まで終了… 1名 

・ 事例 1の step6まで終了… 6名 

・ 事例 1の step5まで終了… 2名 

・ 事例 1の step４まで終了… 1名 

すなわち、2 課題すべてを完了させて評価実習に向

かうことのできた学生は、10名中皆無であった。 

 評価実習終了後より課題の続きに取り掛かり、総

合実習開始前には、調査対象の 7 名はすべての課題

を完成させていた。 

 

②アンケートの集計結果より（図 1） 

 評価実習後の調査では、「わからないことを文献で

調べる習慣がついた（70%）」「臨床実習の流れ（導入

部分）を理解するのに役立った（60%）」「診断名や画
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g．評価結果の整理・解釈

h．問題点・利点の抽出・

焦点化
i．目標設定

j．プログラムの立案

k．治療体験

l．再評価

m．「統合と解釈」記述

n．うまく生かせなかった

o．何に役立ったかがわか

らない

p．指導の仕方・着眼点が

異なり混乱

評価実習後

総合実習後

像から、障害の種類を予測するのに役立った（60%）」

「評価の予定を立てるのに役立った（60%）」など、

評価計画の立案までの段階で役に立ったと感じた学

生が多かった。  

反面、「評価結果の整理・解釈に役立った（20%）」

「問題点や利点の抽出・焦点化に役立った（20%）」

「目標設定に役立った（10%）」と、評価開始後に役

立った実感は少なかったようである。「役立つだろう

とはわかっていたが、PBLの経験をうまくいかせな

かった（70%）」という意見も多く挙げられた。 

 一方総合実習後の調査では、「評価項目の抽出に役

立った（86%）」「臨床実習の流れ（導入部分）を理解

するのに役立った（71%）」「問題点や利点の抽出・焦

点化に役立った（71%）」「目標設定に役立った（71%）」

「症例レポートで統合と解釈を記述するのに役立っ 

 

た（71.4%）」の他、治療体験や再評価以外の 11項目

で 4 割以上の学生が役立ったと回答した。「PBL の

経験をうまく生かせなかった」という学生は 1 名に

留まった。 

また、評価実習後の調査で数名が選択した「実習

指導者とPBL個別学習担当者の指導の仕方・着眼点

が異なり混乱した」という意見も、総合実習後には 

皆無であった。 

 総合実習後の自由記載欄には、「実習に出るまでに

自身の弱点を発見することができた」「評価の目的を

明確にしたり、評価の優先順位を決定したりするの

に役立った」「実習を意識した進め方ができてよかっ

た」「整形外科系の疾患も実習前に経験しておきたか

った」など、PBL個別学習が臨床実習の事前準備と

して有益だったとの回答が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 PBLが臨床実習に役立った点・弊害となった点についてのアンケート結果（単位：%）． 

       a～mは役立った点、n～pは弊害となった点を表す。
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【考察】 

評価実習後の調査では、評価計画立案までの段階

で役に立ったと感じた学生が多かった。PBL個別学

習が実習の導入部分を知る手がかりとして機能した

といえる。 

一方今回調査した対象学年は、学習への取りかか

りの遅さから、評価実習開始前に 1 例目の課題さえ

も終了していないという学生がほとんどであった。

10名中 6名の学生は事例 1の Step6（一週間の評価

計画立案）までしか終了しておらず、他の 3 名は評

価計画立案の段階までも課題が進んでいなかった。

実習前に課題を完了できず、対象者評価の全過程を

イメージトレーニングとして経験していなかったこ

とで、「役立つだろうとはわかっていたが」PBL の

経験をうまくいかせないままに 4 週間の評価実習期

間が終了した様子が伺える。 

 

 総合実習後の調査では、実習中の様々な時点で役

に立ったと感じた学生が多かった。PBL個別学習の

経験が、対象者評価の一連の流れの中で功を奏した

と言える。評価実習前に課題を完了できなかった学

生らは、残っていた課題を評価実習後に仕上げ総合

実習に向かった。それにより「評価項目の抽出」か

ら「目標設定」に至る対象者評価の本質的な部分に

関する考え方の基礎固めやイメージ形成がなされた

結果、現実の対象者評価に学習の成果を応用できた

という実感をもたらしたと考えられる。 

しかし、「わからないことを文献で調べる習慣がつ

いた」と「診断名や画像から、障害の種類を予測す

るのに役立った」のポイントは、評価実習後に比べ

て減少していた。実際の症例では画一的でなく個別

性が高いと実習を通して学習したのであろうか。教

科書的な基礎の土台が整って初めて個別性へ結びつ

くものと思われるので、基礎知識に基づく推論の積

み上げへの意識に関しても、今後検討を重ねたい。 

 

 近年、医学教育やリハビリテーション教育の中で、

PBL チュートリアルが広く活用されている 3) 4) 5)。

PBLの効果を検討した先行研究から推察すると、多

くは前述したように、少人数グループでの学習が中

心である。佐藤ら 4)の報告のように、グループ討議

を通じて、様々な着眼点があることに気付いたり他

者にプレゼンテーションする能力が高まったりと、

グループ学習は個別学習では得られない成果を伴う。 

 しかし、PBLに慣れていない学生に学習課題を全

く示さず全て学生任せにした場合、学生のレベルに

よっては浅く偏った学習になってしまう危険性があ

るという河西 6)の指摘や、山崎 7)の「学習成果をグル

ープ発表やグループ単位のレポートで評価している

と、中に十分に学習していない学生がいても教員側

から見えないことがある」という指摘のように、グ

ループで行うデメリットも報告されている。 

 本学で行っているPBL個別学習は、基本的には学

生の自己主導型学習という側面を重視しているが、

学生の課題遂行能力に応じて、教員主導型の方略を

随時取り入れているのが現状である。個々の学生が

どこで躓いているのかを担当教員が詳細に把握し、

臨機応変に対応しながら学習をナビゲーションして

いくことができるため、学生らはより臨床実習の流

れを意識しながら学習に取り組めたものと思われる。 

また、評価実習後に「実習指導者と事例担当者の

指導の仕方・着眼点が異なり混乱した」と回答して

いた学生が数名いたが、総合実習後にはそのような

混乱をきたした学生はいなかった。教員との個別で

のやりとりや評価実習、2 か所の総合実習を経験し

て、作業療法士の価値観は一律ではないということ

を学び、それらの多様な価値観の存在を許容できた

ことが一因ではないかと思われる。この点に関して

も、PBL個別学習が有効であったと考えられる。 

 

【結語】 

 PBL の効果測定方法が未確立で「PBL が全般

的な教育効果を保証できているとはいえない」5)とい

う指摘や、PBLにおける事例の提示内容と学生の知

りたいという意欲との関連性の検討 8)など、PBLに

ついては様々な提言がなされている。 

今後、課題の提示方法などについて更に検討を重

ねながら、臨床実習に及ぼす影響についての調査を

継続し、臨床実習前の学生に対するより効果的な学

習援助の方略を確立する手掛かりとしていきたい。 
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学生が医療従事者に対して感じた道徳的疑問について 

～臨床実習での体験から～ 

 

愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 

鳥居 昭久  加藤 真弓 

Morally questionable problems of medical workers as found by students. 

～from experiences during the clinical practice～ 

 

Akihisa Torii  Mayumi Kato 

 

Key words：臨床実習、倫理観、道徳観 

 

１.序論 

 

【倫理、道徳と医療系職種養成学校教育】 

倫理 ethics とは、“倫”すなわち人の輪と、“理”

すなわち物事の筋目、道理のことを示し、倫理とは

人間社会における守られるべき筋目を示していると

定義される 1）2）。道徳 moral は、ほぼ同意義にもと

られるが、より哲学的な意味合いのある倫理に対し

て、実践的、具体的なものが道徳とされる 3)。医学

の分野でも、日本医師会における医の倫理綱領、日

本理学療法士協会の倫理規定、日本作業療法士協会

の倫理綱領などにおいて、その有るべき倫理的姿勢

を示しており、また、日本リハビリテーション学校

協会における倫理綱領においても理学療法士（以下、

ＰＴ）、作業療法士（以下、ＯＴ）養成学校における

養成校としての規範を示している。これらの多くの

倫理的規定が、職業的倫理観の基礎となっている。

しかし、医療従事者として求められる人物像として

は、このような職業的倫理規定などで裏付けられた

倫理観だけではなく、一般社会における具体的な道

徳的行動の実践ができることが求められることが少

なくない。この道徳的行動は、必ずしも崇高な倫理

的哲学の裏付けがあるものだけではなく、日常生活

の中で単に善悪の判断を伴った行動ができるか否か

のレベルの行為を含めた人物像も求められるのであ

る。例えば、医学の場面では生命倫理的な判断にお

いて意見が全く逆方向に分かれるような事例がある

一方で、「ゴミはゴミ箱に捨てましょう」のような一

般的moralとしての道徳観が備わっているべきであ

るという観点を含めた善行の実践者であるべき人物

像が求められている。これは、「ゴミはゴミ箱へ」の

ような行動が不十分であった場合に、「医療従事者が

それでいいのか？」といった視点の評価に繋がる場

合があるように、いわゆる聖職的な評価視点で見ら

れているため、社会から求められる人物像の中での、

倫理的もしくは道徳的要素は厳しくその人物評価に

加わっているのである。このような点を背景に、医

療系職種養成学校（以下、学校）の学内教育課程に

おいては、講義や学内実習での単なる知識や技術習

得にとどまらず、生命の尊厳などの医療従事者とし

ての倫理観育成をも学習目標に掲げ、また、直接的

な学習目標に明記されないまでも、一般的道徳観を

養うことを必要とされている。特に、臨床実習（以

下実習）ではこの点が大きく求められていることは

否めない。 

そこで、本学を含め、臨床実習を迎える学生に対

して、マナー教育の時間を設定し、またカリキュラ

ムの中に、改めて倫理学もしくは道徳学の関係科目

を取り入れている学校も少なくない。加えて、多く

の学校は、日常の挨拶、言葉遣いや身だしなみ、対

象者への配慮（リスク回避含む）などの接遇態度な

どに反映されるような適切な道徳観を構築させるた

めの指導を行った後に、学生を実習に送り出してい

るのである。これらの指導には社会一般的な道徳観

に加えて、古くはヒポクラテスの誓いから、前述の

関係各協会の倫理規定に至るまで、様々な医療倫理
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的な規範を背景に指導され、学生が適切な倫理観、

道徳観を身につけることが学習目標の要素となって

いる。そして、学生はこれらの学内指導を受けた後

に実習に臨み、その実習経験を通して道徳観をさら

に養い、また、適切な倫理観を持った医療従事者と

しての思考や行動変容が見られるとされている。 

さて、この実習において、学生は知識面、技術面

の評価とともに、態度面についても実習指導者（以

下、SV）から評価を受けるが、この点における評価

が低い学生は、社会的な道徳観の欠如や低さを指摘

され、医療倫理的に問題であると評価される場面が

ある。しかし、一方で学生も、単に学校で習った知

識や技術を確認し、自己の認識変容に繋げるだけで

はなく、同時に潜在的に SV を正もしくは負のモデ

ルとして評価している。この中で、学生から見た医

療従事者の言動に対して道徳的な疑問をいだくケー

スにおいては負のモデルとして、また逆に、学生か

ら見て模範的と思われる言動やその実践者自身に対

しては正のモデルとして学生自身が評価している。

残念ながら、PT、OT 実習における、この学生によ

る道徳的疑問や、SVに対するその評価については十

分な先行報告は見当たらない。また、SVにおける指

導者教育という面は協会など一部で行われているの

みであり、指導者もしくは教育者としての倫理的概

念や、道徳的行動を規定するものは十分に周知され

ていない。多くの場合、担当する SV 自身が受けて

きた実習体験がその人の行動規範になっているのが

現状であろう。 

 医療従事者には、高い倫理観や道徳観を持ち、そ

の実践者としての人物像が求められる。しかし、PT･

OT臨床教育の中で、その教育者たるSVにどのよう

な問題があり、学生がどのように感じているのかな

どの実状は明らかではないのが現状である。それを

明らかにした上で、真摯に分析し、学校におけるフ

ォローアップを含めて実習を中心とした臨床教育の

中での倫理的側面もしくは道徳的要素を含めた学習

目標として明確化がなされることが、より高い水準

の医療従事者養成教育に繋がると思われる。 

 

 

２.本論 

 

【本調査の目的】 

本学においては、「リハビリテーション倫理学」と

いう科目を設けて、生命の尊厳、生と死の教育、障

害の受容と関わり方などを中心に、広く医療におけ

る倫理的問題について取り上げて、学生自身がそれ

について熟慮できるよう促す内容を実施している。

また実習後には、臨床現場において感じた様々な倫

理的課題、道徳的問題についてケース毎に検討する

内容で開講していたが、全体像を明らかにするには

至っていなかった。そこで、実習において学生が感

じた倫理的もしくは道徳的な問題点を整理し、どの

ような問題点を学生が感じているかを明らかにする

とともに、今後の学生教育の中で、実習後にフォロ

ーすべき点を考察することを目的として、平成 22年

度および、23年度に臨床実習を体験した学生を対象

にして、学生が実習を振り返り、そこで感じた道徳

的な疑問についてアンケート調査した。 

この結果の一部（22 年度調査結果）については、

日本リハビリテーション学校協会第 24 回教育研究

大会にて報告した。今回、23年度分を含めて再度検

証し、また事例検討を含めてここに報告する。 

 

【対象・方法】 

平成 22 年度臨床実習課程を全て終えた 3 年生 19

名と、平成 23年度同 3年生 33名の合計 52名（PT

専攻 43名、OT 専攻 9名、男性 25名、女性 27名）

を対象として、「リハビリテーション倫理学」の講義

の中で、「臨床実習中に、医療従事者の治療態度や言

動などにおいて、問題であると感じたこと」の有無

とその内容について、一部自由記載形式で回答する

アンケート調査を行った。この結果を内容分析し、

KJ 法を用いて共通事項別にグループ化した。また、

回答した学生の実習における評定の中の態度面やリ

スク管理に関する項目の成績と照らし合わせてその

関係をみた。 

尚、調査内容は具体的な実習施設の形態（病院・

老健など）は言及していない。 

本研究は、愛知医療学院短期大学倫理委員会での
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承認を得て報告するものである。 

 

【調査結果】 

調査対象者全員から回答を得られ、そのうち何ら

かの問題が有ると感じた経験が有るとした者は、平

成 22年度 3年生では 13名(68.4%)から 32件、平成

23年度 3年生では 18名(54.5%)から 33件、合計 31

名(59.6%)から 65 件の回答が得られた。得られた内

容を、「接遇態度」に関わる事項、「リスク管理」に

関わる事項、「専門家としての取り組み態度」に関わ

る事項、「情報保護」に関わる事項、「環境への配慮」

に関わる事項、「その他」（一定の分類が困難な回答

を「その他」とした）にグループ化した。その結果

として、最も多かったのは、「接遇態度」に対する回

答（39 件）であり、続いて「リスク管理」（12 件）

が次に続き、「専門家としての取り組み態度」（7件）、

「情報保護」（4件）、「環境への配慮」（3件）、「その

他」（2件）と続いた。（図 1） 

 

 

 

回答例としては、「接遇態度」においては、「対象

者（患者等）に対する乱暴な発言や、横柄な態度が

見られた」というような、場合によっては社会問題

化する可能性のある内容から、「ポケットに手を入れ

たまま訓練を見ていた」「あくびをしながら対応して

いた」など基本的なマナー、接遇態度そのものを示

す回答があがった。「リスク管理」では、「危険なト

ランスファーが実施されていた」「患者の足がぶつか

ったまま車椅子移動をしていた」などがあり、「専門

家としての取り組み態度」としては、「治療の失敗を

笑いながらスタッフ同士で話していた」「担当したく

ない患者の担当をジャンケンで決めていた」など、

また「情報保護」では、「診療時間内外での日常会話

における第三者への個人情報の漏洩があった」など

が挙げられた。「環境への配慮」としては、「ゴミ箱

に入らなかったゴミを放置していた」など、日常の

道徳行動に関わることが挙げられた。これらの結果

は、PTもしくはOTのSVや、リハビリテーション

スタッフに限らず、医師や看護師など、他の医療従

事者による場合も含まれており、必ずしも SV に対

して感じた内容だけでは無い。尚、この疑問点につ

いて回答した学生と、その実習成績との間には特筆

すべき関連性は見られなかった。 

また、記載事項の中には、疑問点とは反対の視点

からの回答も 12件あった。これらは、基本的に実習

における体験（主に SV や、そこに勤務する他医療

従事者の行動を見たこと）から、医療従事者として

の姿勢、態度などの良いモデルとしての事例と、そ

こから感じた感想であり、例えば「患者を平等に扱

っている様子が良かった」や、「セラピストの他のス

タッフや患者に対する態度を見て、自分自身も同様

にしなくてはならないと考え方を改めた」といった

内容といったものであった。これらは学生にとって

模範的であると感じた内容と思われ、回答内容とし

ても学生がめざすべき医療従事者の態度であるとい

った形で表現されていた。尚、これらの回答につい

ても、実習成績との関連性は見られなかった。 

 

【事例検討１】 

 「家族がいない患者と某セラピストが一緒にコー

ヒーを飲んでいた。そのコーヒーは、その患者がそ

のセラピストに驕っていたものであった。そのセラ

ピストが言うには、その人の楽しみの一つとなって

いて、驕ってもらうことでお金を使わせてしまって

も、人生の楽しみとなるのならいいことであるから

コーヒーを付き合っている、とのことであったが、
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はたしていいことなんだろうか？」というものがあ

った。 

 この事例は、暴力的な行為のような、明らかに対

象となる患者にとって不利益なこととは言えない為、

セラピストにも罪の意識はまったく無いだろうと推

察される。むしろ、患者の為に行っている治療的介

入の一つと捉えている可能性もある。しかし、患者

から金品を受け取る行為は倫理規定上問題となるこ

とと考えられ、学生としては倫理的もしくは道徳的

疑問として提示したのである。 

この場合、この疑問に対して、まずは事実関係の

分析、セラピストのキャラクターや、患者との関係、

患者自身のキャラクターや、傷病･障害などを含めた

分析を行い、セラピストのこの行動がどのような倫

理的問題であるかを明らかにする必要がある。そし

て治療効果を上げ、例えば、一緒にコーヒーを付き

合うことによって患者とセラピストのラポール形成

の為であるとしたなら、金銭の授受が無い方法を工

夫するなどの改善が必要であるだろう、といった内

容を学生の認識の中に導き出すことが大切であると

思われた。 

臨床の場面において、通常の会計以外の場面で、

患者からの金品の授受が有ることは否めない。日本

の文化的背景として、このようなやりとりが有るこ

とは人間関係を円滑に保つ上で否定されるものでは

ない。むしろ、一方的に倫理規定上相応しくないか

らと拒否することによって、治療者と患者の信頼関

係まで危うくする場面も有り得る。事例毎、場面毎

に対応に差があっても円滑な診療の為には必要とな

ることも有り得る。治療者からの要求では無い限り、

このような事例はセラピストの非だけを指摘するも

のではないことを学生に知らしめる必要があろう。 

 

【事例検討２】 

 「セラピストは、認知機能が乏しい患者に対して

も他の患者と同じ態度で接していたが、学生自身が

声掛けもせずにその患者に触れたときに、改善の為

の指導を受けた…その時に、指導を受け、改めて“人”

に対しての態度を感じることができた」という回答

があったが、セラピストからの指導を通して、正の

モデルとして具体化させ、学生にとっての倫理的も

しくは道徳的模範となったと感じた事例である。 

道徳的行動が適切に取れるかどうかは、例えば他

人の目が有るか否か、即ち他人の評価の有無に影響

されることなく、日常的にどんな場面でも道徳的行

動が取れることが重要であり、たとえ対象となる患

者が認知障害や意識障害があろうと、健常な人と同

じような配慮や声掛けが出来ることが道徳的行動と

して適切であることを認識できた事例と考えられる。 

実習前の学内教育では、知識として臨床における

道徳的行動がどうあるべきかを示すことができても、

実践できるか否かの能力を身につけさせることは困

難である。その点で、この事例にあるようなセラピ

ストの行動が、学生にとっての倫理観や道徳観に大

きな影響を与えている一例であり、臨床実習指導者

の行動が、医療従事者としての模範的なモデルとし

て大変重要であることを示している。 

 

 

【考察】 

臨床実習後の学生との日常的ディスカッションに

おいて、その一般的な感想として、SVに対する不満

などの報告も少なくないことから、この内容の客観

性を論議する必要がある。三橋 10）は、実習指導者と

実習生の“価値観のくいちがい”からの問題点も指

摘している。今回の回答の中で最も多かった「接遇

態度」については、この点も考慮する必要があるだ

ろう。しかし、この実習においては、学生が日常の

学内生活で厳しく指導され、尚かつ実習前に改めて

注意された内容がそのまま反映されているものが少

なくない。また「理学療法概論」や「作業療法概論」、

「リハビリテーション倫理学」といった講義の中で、

医療従事者としての資質や、理学療法や作業療法に

おける倫理的な側面として触れられた内容もある。

特に「接遇態度」「リスク管理」「情報保護」につい

ては、各講義の中で特に重点をおいて指導されてい

る項目であり、「環境への配慮」については、本学の

場合には、日常の学内生活の中で各教職員から指導

されている項目である。これらの項目は、実際に学

生自身の実習の評定項目にも掲げられており、学生
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が学習目標として達成できているかを評価されてい

る項目である。従って、学生自身は、自らの評価項

目としてどのような行為や対応が倫理的もしくは道

徳的に問題であるかを、ある程度正しく認識してい

るものと考えられる。この点から、学生が職業モデ

ルとして見ている SV や、その他のスタッフに対し

て感じた事項については、ある程度の客観性を持っ

てみていると推定される。そして、臨床現場におけ

る医療従事者において、その業務特性からみて何ら

かの問題がある言動、行動が必ずしも少なくないこ

とを示唆している。 

一方で、学生にとって模範的であると感じた回答

は、その内容が学生がめざすべき医療従事者の態度

として表現されていることから、その体験となった

SVもしくは、医療従事者の行為が、学生にとって倫

理的もしくは道徳的にあるべき理想的姿として感じ

られ、学内において学んだ事項、もしくは指導され

た事項を実際のモデルとして具体化することができ

たためと思われる。この点についても、学生が倫理

的もしくは道徳的にどのような行為、行動が適切で

あるかを実習前に学習し、具体的、客観的に認識し

ていることが影響していると推察された。すなわち、

学校において、理想的なセラピスト像についての話

をし、知識として学生に伝達することよりも、臨床

における正のモデルとなる指導者の存在そのものが、

教育的にインパクトがあることを示していると言え

るであろう。 

学生が修学期間内に訪れる実習施設は限られてお

り、この実習において、SVに代表される医療従事者

をモデル化して、学生なりのPT像、OT像を完成さ

せることが多い。実習後セミナーにおいてのディス

カッションの中でも、「○○先生みたいなセラピスト

になりたい」等という発言、もしくはその逆の反面

教師的な意味合いの発言も聞かれる。このように、

実習において学生は評価される立場である一方で、

実習指導者に対して、技術面のみならず態度面でも

潜在的に評価し、その上で、正もしくは負のモデル

化をしているのが示されている。 

現在、臨床実習における指導者の指導方法、態度、

スキルなどについて組織的に教育を受ける期間もシ

ステムも少なく、PT、OT 養成学校の中でも臨床実

習指導のためのカリキュラムを設定しているケース

は見られない。また、PT協会やOT協会が示してい

る臨床実習に関するガイドラインや研修などについ

ても、その職業専門的知識についての教育、もしく

は伝達方法を言及しているに止まり、接遇態度など

に代表されるような倫理的もしくは道徳的な行動規

範については不十分である。これらは、社会人の常

識的素養として当然備わっているものとして判断さ

れているためであると思われる。また、医療機関に

おいても、既に何らかの資格を持っていることによ

って専門性が担保されているとして、改めて接客業

のような接遇教育をされることは少ないと思われる。

これらのことから、医療従事者の倫理観や道徳観は、

自身が養成学校で受けてきた教育と、もともと持っ

ている倫理観もしくは道徳観などに頼らざるを得な

いのが実情であろう。少なくとも、実習指導者は、

学生もそれぞれの倫理観から一定の道徳的視点を持

って、実習指導者を見ているという点を考慮して日

常業務や実習指導にあたる必要があるといえるであ

ろう。 

このことは我々教育者側にも言えることである。

大学教員には、教育職としてのトレーニングを受け

る機会は極めて少ない。研究者としての活動や、そ

の分野の専門家としての立場を求められる一方で、

教育者としての資質を問われる場面は少ないといえ

る。しかし、学生にとっては単に専門家としての評

価にとどまらず、人間としての評価の目を持って教

員を見ていると考えなくてはならない。即ち、理学

療法士もしくは作業療法士の資格の上に、教育者と

して学生に接している教員が、講義の場面だけ理想

論を語っても、日常の生活の中での言動を律して模

範的姿を示すことに心掛けなくては、学生にとって

の正のモデルにはなり得ない。学生は、講義での教

員の姿以上に日常での教員の行動を見ていることか

ら、教員自らが語った理想論を実践しなくてはなら

ないのである。今回の調査結果を考察するにあたり、

改めて自らを戒める必要が有ると感じた。 

さて、学校としての立場において最も大切なのは、

学生が実習中に感じた倫理的もしくは道徳的な疑問
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に対して、実習後に学校内において適切にフォロー

する必要性があることである。概して、実習前には

学生に対する指導として、接遇態度、リスク管理な

どを挙げながらも、実習後には学生の学習達成度に

ついての評価をするのみに止まっている。しかし、

学生の実習体験の中で、実際の臨床現場では、それ

まで指導を受けたことが必ずしも当てはまらないと

感じたままでは、医療従事者としての道徳観、倫理

観を育てる上で、十分な教育効果をあげられないと

推察される。実習後の学内セミナー等では、体験し

た症例報告や、評価や治療などが中心ではある。同

時に臨床実習で感じた様々な疑問点を、単なる不満

点として片付けるのでなく、その内容や原因、背景

などを分析し、学生自身が卒業後にも適切な倫理観、

道徳観を持ち続け、医療従事者として適切な行動が

できるように導くことが重要であろう。 

 

【まとめ】 

 今回、実習における学生の体験調査をもとに、実

習における体験と、その前後の学校としてのフォロ

ーや、実習指導者自身の問題などが、学生の倫理的

もしくは道徳的教育における影響について考察した。  

実習は、単に専門教育の実践の場に止まらず、医

療従事者としての基本的な倫理的資質を向上させ、

道徳的行動が適切に取れる人間教育の場であるべき

であると示した。 

そして、今回の結果は、学校における倫理的もし

くは道徳的教育のあり方、臨床実習指導者に対する

同様のあり方に対しての少なからず警鐘になるべき

事項であり、我々学校側における教員を含め、改め

て襟を正すべき事項として真摯に受け止める必要性

を感じるものであった。その上で、今後も継続的に、

多くのデータを集め、より詳細な分析が必要である

と考えられた。 
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作業療法学専攻学生の作業療法士志望時期と学内成績の関係（第 1報） 

 

  横山 剛 

 

愛知医療学院短期大学リハビリテーション学部 作業療法学専攻 

 

The relation between the time want to be occupational therapist and the grade 

in the college (The 1st Report) 

 

Tsuyoshi Yokoyama 

 

キーワード：作業療法士，志望時期，学内成績 

 

1．はじめに 

Erikson，E．H．1)によれば、アイデンティティの

確立は青年期の重要な発達課題だとされる。その課

題の中でもっとも重要な要素は職業選択 2)であり、

職業を選択・決定するプロセスにおいては、様々な

試行錯誤を経験すると考えられる。また、職業決定

は青年がアイデンティティを確立していく上で重要

な契機となる 3)ともいわれている。 

作業療法士養成校学生のモチベーションについて

議論されることが多い昨今、日本作業療法士協会教

育問題検討委員会が平成 18年度に実施した「養成教

育におけるアンケート」4） 結果にも、作業療法士養

成校学生の質の低下について（学力の低下、モチベ

ーションの低下）の回答がみられる。 

筆者は、平成 14～22年度にわたり愛知医療学院短

期大学（以下本学）2 学年次作業療法学専攻学生の

同一性地位判定尺度を用いて学生の同一性地位を調

査した。その結果から、職業選択に関して十分な探

索段階を経ずに入学してきている学生が大半である

ことが示唆された 5)。 

 

2．目的 

本学入学後の学生の日々の学習は、暫定的に選択

した作業療法士という職業について探索をしながら、

青年期課題について試行錯誤すると思われる。その

ため作業療法士という特定の職業人を養成する目的

をもった本学においては、学生の職業決定をしてい

くプロセスの支援が教育活動において特に必要であ

ろうと考えられる。 

作業療法について十分な探索をしている者は、学

内成績は良好であろうという仮説の下、探索期間と

学内成績の関係、作業療法士志望理由の関係につい

て調査することにより、青年期課題である職業選択

に関する学生支援のあり方を明確にしていくことで

ある。 

 

3．調査対象と方法 

（1）調査対象 

平成23年3月31日に実施した入学前スクール（入

学前スクールとは、入学前の時間を活用し新入生の

基礎学力の確認と充実および新しい友人を作るなど

大学生活に少しでも慣れて不安を解消し、スムーズ

な大学授業への導入を目指しての本学独自のカリキ

ュラムのことである）に参加した作業療法学専攻入

学予定の者（以下学生）で本研究に同意が得られた

者とした。この内、回答に不備があった者や入学後

に退学、休学した者を除いた 22 名（全てが年齢 18

歳、男性 3名、女性 19名）を研究対象とした。 

（2）方法 

今回は学生が作業療法士になりたいと思った時期

から探索を開始すると考え、それぞれの学生が作業

療法士を志望した時期（その時の年齢）と今年度の

年齢の差を求め、その値を学生各自の探索期間（年）

とした。  
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1)作業療法士を志望した理由および時期（年齢） 

について質問紙で尋ね、同様な回答を集めカテ 

ゴリー化した。 

2)平成 24 年 1 月 21 日時点での調査対象者の成績  

状況から再試験科目数、不合格科目数を調査した。

学内成績を再試験科目数と不合格科目数としたのは、

近年本学においては、再試験受験者が増大しそれに

伴い成績が不合格の学生も増大しており、単位を修

得することが、修得した科目成績の良し悪しよりも

重要な課題であろうと考えたためである。 

3)探索期間と再試験科目数、不合格科目数の関連に

ついては、Pearson の相関係数を求めた。統計処理

の有意水準を 5％未満とした。 

4) 探索期間を説明変数、再試験科目数を目的変数と

して回帰分析を行った。統計処理の有意水準を 5％

未満とした。 

5)探索期間、再試験科目数を説明変数、不合格科目

数を目的変数として重回帰分析を行った。統計処理

の有意水準を 5％未満とした。 

本研究は本学倫理委員会の承認を得ている（受付

番号第 11001番）。 

 

4．結果 

（1）学生の探索期間と人数（表 1） 

探索期間が 2年の学生（高等学校 2学年次に探索 

を開始した者）が 13人であり最も多かった。 

（2）作業療法士志望理由（表 2） 

「母親が勧めたから」など①他者の勧めによるも 

の、「人に必要とされる仕事をしたいから」など②職

種を問わない回答、「心のケアだけでなく身体面のサ

ポートができる仕事だから」など③自身の興味・関

心を示しているもの、「これまでの自分の経験が生か

せると思ったから」など④自身の能力を考慮した回

答、⑤その他、に分類し、表 2に示した。 探索期間

が長い学生は複数の志望理由を挙げ、志望した経緯

を物語るように記載していた。 

（3）再試験科目数と学生人数（表 3） 

学生 22人中 21人に再試験科目があり、再試験科

目数の平均は 3.55であった。 

（4）不合格科目数と学生人数（表 4） 

9 人に不合格科目があり、不合格科目数の平均

1.18であった。 

（5）再試験科目数と不合格科目数について 

Pearson の相関係数を求めた結果、正の相関がみ

られた（r＝.682 p＜0.05）。再試験科目数が多い学

生ほど不合格科目数が多かった。 

（6）探索期間と再試験科目数について 

Pearson の相関係数を求めた結果、負の相関がみ

られた（r＝－0.468 p＜0.05）。探索期間が長い学

生ほど再試験科目数は少なかった。 

（7）探索期間と不合格科目数について 

Pearson の相関係数を求めた結果、負の相関がみ

られた（r＝－0.491 p＜0.05）。探索期間が長い学

生ほど不合格科目数が少なかった。 

（8）探索期間、再試験科目数、不合格科目数の関係

を図 1 に示した。回帰分析の結果、探索期間と再試

験科目数には、負の相関がみられた（β＝－0.47 p

＜0.05 ）。重回帰分析の結果、探索期間と不合格科

目数には有意性は低いながら負の相関がみられた

（β´＝－0.22 p＝0.22）。再試験科目数と不合格

科目数には、正の相関が見られた（β´＝0.58 p

＜0.05）。  

 

 

 

 

表 1 学生の探索期間と人数 

 

探索期間（年） 人数（人） 

1 3 

2 13 

3 5 

4 1 

 

 

 

 

  

13 



 

 

表 2 作業療法士志望理由 

 

①他者の勧めによるもの 母親に勧められたから 

 
学校の先生に勧められたから 

②職種を問わない回答 家族や知り合いにリハビリを必要とする人がいるから 

 
人に必要とされる仕事がしたいから 

 
人助けができる仕事だから 

 
お年寄りや子どもたちの役に立つ仕事だから 

 
資格が取れるから 

③自身の興味・関心を示しているもの 作業療法士の姿を見てあこがれたから 

 
作業をするのが好きだから 

 
患者さんの笑顔が見たいから 

 
心のケアに興味があるから 

 
心のケアだけでなく身体の面からもサポートできる職業だから 

④自身の能力を考慮しているもの これまでの自分の経験が生かせると思ったから 

⑤その他 養成校に魅力を感じたから 

   

 

 

表 3 再試験科目数と学生人数       

 

 

表 4 不合格科目数と学生人数 

 

再試験科目数 人数（人） 

0 1 

1 3 

2 5 

3 5 

4 2 

5 4 

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

不合格科目数 人数（人） 

0 13 

1 3 

2 1 

3 2 

4 0 

5 3 
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図 1 学生の探索期間と学内成積(再試験科目数)(不合格科目数)の関係図 

 

 

 

 

 

5．考察 

今回、作業療法士を志望した時期からを探索期間

として、その探索期間と学内成績（再試験科目数、

不合格科目数）の関連を調べたところ、負の相関が

みられ、再試験科目数と不合格科目数に正の相関が

みられたことから考えられることは、第一に探索期

間の長さは再試験回数を減少させること、第二に探

索期間は不合格科目数を減少させる傾向にあるこ

と、第三に再試験科目数の増加が不合格科目数を増

加させていること、である。探索期間の増加が再試

験科目数を減少させ、再試験科目の減少が不合格科

目数を減少させるため、間接的に探索期間が不合格

科目数を減少させていることが示唆されている。不

合格科目数への影響は探索期間よりも、再試験科目

数の方が大きいため、学生が再試験を増やさないた

めの教員の授業の工夫や学習アドバイザーの支援、

学生が再試験受験対象となった時に更に学生がやる

気を失わずに学習し続けることへの支援が必要とな

ろう。今回探索期間として単純に作業療法士を志望

した時期から調査日の期間を年としたため、その探

索の内容が何であるのかについて十分には探り知る

ことはできない。その内容については今後調査する

ことが必要であろう。  

Super & Jordanの職業的発達課題 6)に示されるよ

うに、青年期の発達課題は、これまでに職場見学・

体験、実際にその職業のサービスを受けたりなどの

体験を通し、その職業について自分なりに調べ、家

族など重要な他者の意見を参照し、自身の興味の同

定、自身の将来の希望を絞り込む作業が進路や職業

に関しての探索活動をすることである。この順番は

もちろん決まったものではなく各自の探索の方法が

あるのであろう。今回アンケートで作業療法士志望

理由を尋ねた結果、探索期間が長い学生は、その志

望理由が多様であり、且つ自身に関連づけて、過去

にさかのぼってその変遷を記載していた。上田 7)が

「進路の決定には本人の好みばかりでなく家族の経

済問題や属する地域社会、さらに時代による影響も

あるので青年には親や信頼できる大人に相談するこ

とが望まれる」と述べるように、探索期間の中で、

作業療法士を選択し志望する理由が増え、自身の物

 

R2=0.50（p＜0.01）  

 

 

 

 

－0.22              0.58  p＜0.05 

p=0.244   

 

R2＝0.22（p＜0.05） 

－0.47 

 

p＜0.05 

 

 

 

 

 

不合格科目数 

探索期間 再試験科目数 
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語として語っているのであろう。浅野 8）は「自分が

何者であるかをはっきりさせようとするために人は

しばしば自分自身の物語を語る。これまでどんな人

と出会いそれに対してどのように対処してきたの

か、そういったことを物語として語ることによって

人は「私は誰なのか」という問いに答えようとする

わけである」と述べている。物語は個々の体験に一

貫した意味をもたらす機能があることから、物語が

その人のアイデンティティを示していると見ること

ができる。つまり学生の物語を確認することは、学

生のアイデンティティを確認することにつながるで

あろう。 

 大学 3～4 年生にかけてアイデンティティの感覚

が強まる（中略）将来の職業について主体的に探索

することは、アイデンティティの確立に大きな役割

を果たす 9)といわれている。また作業療法士養成校

は、臨床実習がカリキュラムに組み込まれ卒業要件

となっている。その点で Jordanによる職業的人生段

階と職業的発達課題 10)では成人前期の課題を、「た

ぶん自分に適すると思われる職業がつきとめられ、

それに対して準備をし、入門職務が発見され、ライ

フワークとできるかどうかが試みられる。その職業

に対する実践はまだ準備的なもので、職務上または

訓練の中で遭遇する経験によって強まったり、弱ま

ったりする。もし弱まったならば、彼はその目標を

変更し、職業上の選好を結晶化し、特定化し、実現

していくプロセスを繰り返さなければならない」と

説明されている。臨床実習は職業についての希望を

実現していく段階なのであろう。興味、希望といっ

たことだけではなく、結晶化する、特定化する、実

現する、のプロセスを経て職業人になっていくこと

を示している。また、このような成人前期までの探

索段階を経て、中年期くらいまでの確立段階、退職

までの維持段階、それ以降の下降段階と続くと示し

ている。それ故に、学生は作業療法士を志望して本

学に入学してきたのではあるが、職業選択が完了し、

職業が決定したと判断するのは大きな危険がある。

学生は各自どのような探索をして入学してきており、

大学生としての生活の中でどのような探索をしてい

るのか、学生自身が物語を紡いでいく支援も学習ア

ドバイザーに求められていると考えられる。特に、

学生が青年期課題である職業選択に関してのモチベ

ーションを高め、これからの自身の生き方を方向付

けていけるような支援が必要であろう。  

 

6．本研究の限界と今後の課題 

（1）本研究の限界 

今回の研究では、実際の学生の探索内容やその程

度が成績自体に及ぼしている結果は導かれない。ま

た、作業療法士志望理由については、自由記載のア

ンケートであり、学生がアンケートに十分記載した

のか否かについては検証できないことである。 

（2）今後の課題 

青年期学生が職業選択（作業療法士以外の職業も

含めて）をしていくことの支援は、高等教育機関の

役割でもあるから、今後学生の職業未決定状態と学

期の関係を精査し、各学生に見合った学習および学

生支援をしていくことが必要となるであろう。これ

らのプロセスについては、作業療法士養成の教育現

場ではまだ十分には検討されてはおらず、職業選択

の探索を続けている学生に関しての研究、支援方法

の検討が必要であると考えられる。  

 

7．まとめ 

今回の研究は、作業療法士を目指そうとした時期

を起点にして現在までを探索期間とし、学内成績と

の関連を調べた。 

探索の期間が短いことと再試験科目数が多いこと

に関連があり、再試験科目が多いことは不合格科目

数を多くさせる、という結果であった。直接的では

ないが、探索期間の長さは、不合格科目数を減らし

ていくことが推察された。 
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高齢者の生活活動能力と動的バランスおよび下肢筋力の関連性について 

 

郡山 由美１）２）   鳥居 昭久１） 

 

１）愛知医療学院短期大学リハビリテーション科学専攻科 

２）医療法人ブレイン土岐内科クリニック 

 

The relationship among the life activity ability, dynamic balance and lower limb muscle 

strength in the elderly persons. 

 

Yumi Koriyama1)2)    Akihisa Torii1) 

 

Key words：生活活動能力、動的バランス、下肢筋力 

 

【はじめに】 

 現在、日本の人口における高齢者の占める割合は

急速に増加している。平成22年版高齢社会白書によ

れば、日本の総人口が18万人減少したのに対し、65

歳以上の高齢者は約80万人増加しており、総人口に

おける比率が 22.7％と過去最高を記録している。こ

れは、さらに今後も増加すると見込まれている。ま

たこれに伴い日常生活に介護を要する高齢者も同様

に増加している。平成20年度版厚生労働白書によれ

ば、平成13年には約290万人いた要介護認定者は、

5年後の平成18年には約420万人に増加している。

要介護状態になる原因の第一位に脳血管疾患、第二

位に高齢による衰弱、第三位に骨折・転倒が挙げら

れている。 

高齢者には加齢に伴う生理的・身体的機能の低下

が前提として存在しており、そこにさらに廃用症候

群なども加わって生活機能の低下という悪循環に陥

ってしまう１）。このような悪循環に陥らない、また

は断ちきるためにも、高齢期における、特に身体活

動や運動の実施と継続は非常に意味を持っている。

身体活動や運動は高齢者の精神的健康度や社会的生

活機能に対して望ましい結果をもたらすと言われて

おり、日常生活型の身体活動に加え積極的な運動を

取り入れるべきとされている２）。 

高齢者の日常生活動作能力の低下は、主に下肢機

能由来の動作能力の低下からはじまるとされている

２）。下肢機能の低下による動作能力の低下は生活の

中での転倒に影響すると推察される。転倒は、転倒

による運動機能のますますの低下や廃用症候群の悪

化など直接的な影響だけではなく、転倒不安感など

の精神的影響、活動低下による基礎疾患の悪化など

様々な悪影響が推察され３）、転倒後も高齢者の生活

を大きく変化させうるものである。高齢者が転倒し

ないために、各市町村で転倒予防に対する取り組み

が行われ４）、また、それに合わせて高齢者の転倒に

関する研究も行われている。  

高齢者の転倒の特色として、転倒前の日常生活活

動（以下ADL）の機能が大きく関与しており５）、動

作の遂行時に発生することが多い６）ということが挙

げられている。高齢者の転倒の危険因子としては年

齢80歳以上であること、女性であること、歩行速度

が遅く歩幅がせまいこと、握力（筋力）が低下して

いること、鎮静剤を服用していることなどが挙げら

れて、特に、下肢筋力と動的バランスの低下が大き

く関与していると報告されている７）。島田らは活動

的な高齢者は不活発な高齢者よりも高い機能を維持
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していると報告している８）。ADLにおける動作能力

が低く、それに伴い下肢筋力や動的バランスが低下

している高齢者は、転倒しやすい可能性があると推

察される。今回、当クリニックの通院加療中の高齢

者を対象として、ADL状況と、下肢の筋力や動的バ

ランスとの関係を調査、検討した。また転倒経験の

有無とこれらの関係についても検討した。 

高齢者の ADL を示す尺度としては、古谷野らが

開発した老研式活動能力指標（以下老研式）９）を用

いた。 

動的バランスについては、Podsiadlo D らが考案

したTimed Up and Go Test(以下TUGT)10）を用い

た。TUGTは大井によると高齢者の動的バランス機

能を評価するものであるとし、歩行速度、ADL遂行

能力、転倒リスク、quality of life（以下QOL）など

との関連が高い 11）としている。また、島田らによる

と検者内信頼性、検者間信頼性が高く、検査の信頼

性、妥当性が報告されている 12）。TUGTと老研式を

比較した文献は見当たらない。鈴川らは、活動性と

TUGT の結果に関連がある 17）という報告はしてい

る。 

下肢筋力については、Jones らによって考案され

た 30 秒椅子立ち上がりテスト（以下 CS-30）13）を

用いた。中谷らによると、CS-30 の成績の加齢によ

る変化は日本人高齢者の下肢筋力の変化と同じ傾向

であることを示している 14）。川端はレッグプレスを

用いた下肢筋力測定結果との相関が高く、下肢筋パ

ワーの評価が可能である 15）としている。中原は

CS-30 と老研式には有意な関連性がみられなかった

としている 16）。 

老研式を用いた活動性の評価と、TUGTやCS-30

とを同対象において比較した報告は見当たらず、そ

の関係は明らかではない。そこで今回、老研式と

TUGT、CS-30 の結果の関連を通して、生活活動能

力と動的バランス機能、下肢筋力の関係を検討した。

また転倒経験の有無がこれらの結果にどのように関

係しているかを検討した。生活活動能力との関係を

明らかにすることを目的に本研究を実施した。 

 

 

【方法】 

１，対象 

 当クリニック外来リハビリテーション科に通院加

療中の患者の中で、認知面に問題が無く、本研究の

内容に同意の得られた 60 歳以上の 26 名（62～89

歳、男性 14 名、女性 12 名、75.8±7.1 歳）を対象

とし、また、何らかの支持（杖、手すりなど）無し

で、椅子からの起立動作ができる人を対象とした。 

２，手順 

 対象者の基本情報（性別、年齢、身長、体重、当

院における診断名など）とともに、過去の転倒歴、

住環境などについて聞き取り調査した。 

 老研式は検者が面接にて調査した。 

 CS-30は中谷ら 14）の実施した方法に準じて、椅子

の高さ40ｃｍの背もたれつきの椅子を用いた。テス

ト実施時被検者は両下肢を肩幅程度に広げて椅子座

位をとり、両上肢は胸の前で組ませ、足関節は軽度

背屈位の姿勢となるよう検者が確認を行った。その

後開始の合図で股関節と膝関節を伸展した直立位に

なってから再び着座する動作を、30秒後の終了の合

図まで繰り返すよう指示した。30秒に達した時に立

ち上がり途中でも、それは含めてもよいこととした。

測定中、関節や筋の疼痛、息切れ、動悸、めまいな

どの自覚症状や、明らかな異変を伴う他覚症状が出

現した場合は中止することとした。測定は十分な休

憩を挟んで二回行い、最高値を採用した。 

 TUGTは島田ら 12）の実施した方法に準じて行い、

使用した椅子は高さ 40ｃｍの背もたれつきの椅子

を用いた。椅子に腰かけている姿勢から、３m 離れ

た場所に設置した目標物を回って再び着座するまで

の要する時間を計測した。休憩を挟んで二回行い、

最短時間を採用した。原法 10）では「楽な早さ」で行

うところを、本研究では、島田ら 12）の方法と同様に、

測定時の心理状態や教示の解釈の違いによる影響を

排除する目的で、最大努力で行う方法を採用した。 

３，分析方法 

 スピアーマンの順位相関係数を用いて、老研式の

総得点とCS-30 、TUGT、老研式の下位尺度である

手段的自立、知能的動性、社会的役割と、CS-30 と

TUGTの相関を確認した。 
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 また、年齢75歳未満群と75歳以上群の２群に分

けた上で各項目における差を検定した。 

 

【結果】 

 老研式総得点と TUGT は相関がみられた（p＜

0.01）（図１）が、老研式総得点と CS-30 とは相関

がみられなかった。 

老研式の下位尺度との関係では、手段的自立と

TUGTとには弱い相関が見られた（p＜0.05）（図２）

が、CS-30 とはみられなかった。また、社会的役割

とTUGTでは相関がみられた（p＜0.05）（図３）が、

CS-30とではみられなかった（表１）。一方、知能的

動性についてはTUGT、CS-30共に明らかな相関は

みられなかった。 

 過去５年間の転倒歴についてはTUGTのみ、有意

差があり老研式と CS-30 では差はみられなかった

（表２）。しかし、過去1年間の転倒歴について老研

式、TUGT、CS-30 において有意差はなかった。し

かし、また、75 歳未満群と 75 歳以上群との比較で

は、老研式、TUGT、CS-30 において有意差はなか

った（表３）。 

住環境は、被検者全員が戸建て住宅に住んでおり、

大半が居室は一階であった（26名中25名）。また寝

具はベッドを使用している人は 9 名であった。家屋

内に手すりを設置している人は23名であった。大半

に同居家族がいた（25名）。 

 

【考察】 

 今回、地域高齢者として外来リハビリテーション

科通院加療中の患者を対象に、生活活動能力と動的

バランスおよび下肢筋力の関係を明らかにすること

を目的として研究を行った。 

 島田ら８）によると、活動的な高齢者は不活発な高

齢者よりも高い機能を有しているとしており、また

日常生活に取り込む運動（Lifestyle activity：以下

LSA）と身体機能状態は密接に関連し、特に身体活

動を伴う諸活動の遂行を促すことが、高齢者の機能

保持に有益だとも述べている。この場合の身体機能

とは今回検討項目として挙げた動的バランスや下肢

筋力も含まれる。また、高齢者に対する積極的な運

動による効果は筋力増強、バランス能力、歩行能力、

転倒予防、ADLなどの様々な機能や能力において認

められているが、島田らが報告しているように、LSA

でも機能維持は可能である８）としている。多くの先

行研究では、高齢者の生活活動能力は高齢者の身体

機能と関係が深いことが、明らかにされている。島

田らによると加齢によりTUGTの低下がみられた12）

としており、中谷らによるとTUGTの結果は下肢筋

力の加齢変化とほぼ同じ変化 14）だと述べている。一

方、山崎が神経系要因の変化、筋線維収縮特性の変

化、筋線維数の減少、筋線維サイズの減少などが老

化によって起こる 18）と述べている。以上のことから、

加齢による身体機能の低下は身体組織の変化として

表れ、TUGTなどのパフォーマンステストの結果に

もその影響があると思われる。さらに島田らによる

と TUGT は、転倒、運動習慣、外出頻度と TUGT

は密接な関係が示されたとしている 12）。 

今回、老研式総得点と、TUGTの結果との関係と

して、老研式総得点、老研式下位尺度の手段的自立、

社会的役割との比較でそれぞれ負の相関がみられた

（表1）（図１）。すなわち、手段的自立や社会的役

割が高値である人は、TUGTの値が低いことを示し

ており、結果として、老研式総得点にも反映してい

たと考えられる。このことから、TUGTの値から活

動性の高さを推定することが可能であると示唆して

いる。T UGTは高齢者の歩行能力、動的バランス能

力、下肢筋力などと関連も高く、多くの先行研究の

報告で高い信頼性が確認されている 12）。T UGTと

地域在住高齢者の活動性について、外出可能地域を

町内外で分けてT UGTとの相関をみた鈴川ら 17）の

報告、島田らの外出頻度などとTUGTを比較した報

告 12）などがある。これらは外出した際の移動距離、

外出頻度の高さとT UGTは相関があるという結果

であった。老研式の設問で外出を直接問うものは１

項目しかないものの、実際に外出しなければ行えな

い動作（例えば「設問5、銀行や郵便局で預貯金の

出し入れができますか」や「設問10、友達の家を訪

ねることがありますか」など）が老研式全13問中6

問含まれている。老研式の設問の特性上外出頻度が

高い人、すなわち活動性が高いと思われる人が老研
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式の総得点が高くなると推測される。結果として

TUGTも低値を示したと考えられる。 

島田らによると高齢者のADL、バランス、歩行機

能は活動範囲が拡大するにしたがい良好な結果 8）と

なると述べている。このことも、活動範囲が広く、

日常生活の活動能力が高い高齢者は身体能力も比較

的保たれると思われ、TUGTの値にも反映されてい

ると考えられた。さらに老研式の下位尺度である、

手段的自立、社会的役割は活動そのものを多く問う

設問が多く、外出などの活動と深い関係が認められ

ると考えられる。以上のことから単に下肢の筋力や、

動的バランスを直接評価するだけでなく、活動性を

示す指標としてもTUGTは有用であると言える。ま

た、この結果を通して生活の中でも活動性を高める

ような指導にも繋げられる可能性もある。島田らは、

高齢者に対する積極的な運動による効果は筋力増強、

バランス機能、歩行能力、転倒予防、ADLなどの様々

な機能や能力において認められているが、LSAでも

機能維持は可能であるとしている。TUGTは、動的

バランスの指標としてだけでなく、生活の中での活

動性を反映することから、この値を一つの目標値に

生活指導に使うことの可能性もあると思われた。 

一方、CS-30の結果は、老研式総得点、３つの下

位尺度の全ての結果において相関はみられなかった

（表1）。先行研究は、CS-30は膝伸展筋力との強

い相関を述べており、下肢機能検査として幅広く使

用されているパフォーマンステストのうちのひとつ

である 14）15）16）。CS-30は30秒間の立ち上がり回数

がそのまま評価になり、その動作の特性上膝伸展筋

力は重要である。中谷らは、CS-30の値は年齢とと

もに低下し、その変化は膝伸展筋力と同じ軌跡をた

どる 14）としている。しかし中原は老研式とCS-30

の関係について、相関がみられなかった 16）としてい

る。本研究でも、老研式とCS-30とには、相関がみ

られず、単に下肢筋力が活動性の高さについて必ず

しも関連しているとは言えないことを示した。 

中谷らは、下肢筋力とCS-30は関連があり、CS-30

は加齢とともに低下していく 14）と報告している。こ

のような多くの先行研究の対象者は、何らかのスポ

ーツイベントの参加者などの、比較的元気な高齢者

であった。それに対して、本研究では、クリニック

外来診療を受けている人を対象としており、背景と

して何らか運動器疾患を持つ人が少なくない。この

ことから、今回のCS-30の結果そのものが先行研究

に比べて低値であった。すなわち、本研究ではCS-30

が下肢筋力を十分に反映できていなかったことが推

察された。今回の対象のようなクリニック通院患者

のような対象にとっては、下肢筋力を示す指標とし

てCS-30を使用するには、検査の性質上不向きであ

る可能性もあると考えられた。 

今回、過去1年間および過去5年間の転倒歴があ

る群とない群に分けて老研式、TUGT、CS-30で有

意差をみた。過去5年間のTUGTの結果では、転倒

がない群が有意にTUGTの値が高い結果を示した。

しかし、他の項目では明らかな差はなかった（表2）。

転倒と動的バランスの関係は多くの報告が行われて

おり、甲田らによると、転倒群は非転倒群と比較し

てTUGTが有意に遅延しているという結果 19）を報

告している。その理由を甲田は、転倒経験があると

歩行、起立スピードが遅く、転倒、非転倒によって

TUGTの第一歩目を出すタイミングが異なったとし

ている。具体的には、立ち上がりの途中で体が十分

に直立位に達していない姿勢から一歩目を振り出す

人は、TUGTが速く転倒経験がないとしている。本

研究では、転倒経験と老研式、TUGT、CS-30それ

ぞれと何らかの関係は明らかにならなかった。今回

実施したアンケートにも、転倒によって布団からベ

ッドに変えた、気をつけるようになった、手すりを

設置したなど対策を講じている例も多く見られた

（表４）（図４－①）ことから、TUGT検査時に立

ち上がる際に一度立位をとるか、立位になる前に第

一歩目を振り出すかなどで慎重な動きになるために、

例えばTUGTでは、時間がかかってくることが考え

られた。また、川端らは、転倒歴とCS-30との比較

した報告で、CS-30は転倒予測テストとして有効で

ある 15）との見解を示している。今回は転倒歴と

CS-30 の関係性は明らかにすることができなかった。

これらのことについては今後対象数を増やして検討

する必要があると思われる。 
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アンケート結果より、転倒歴の有無と転倒しない

自信があるかの問いの答えは必ずしも一致しないと

いう結果が出た（表４）（図４－①）。特に脳血管疾

患患者では転倒経験はない人が少なくなく、元々の

疾患からの障害を持っているがために老研式の得点

が低くても日々骨折などの予防に心がけ慎重に生活

をしているためと考えられ、単に活動性の高さより

も、背景疾患などからの影響で行動の慎重化が見ら

れ、それに転倒経験が影響を与える可能性が推察さ

れた。 

年齢についての影響として、今回の研究では75歳

未満群と75歳以上群とで各種検査結果で有意差を

みたが、関連は明らかにならなかった（表３）。古谷

野らによると加齢ともなって得点が顕著に低下して

いく傾向がみられた 9）としており、島田らによれば、

年齢階級別にTUGTをみると、70歳未満の高齢者

と70歳以上の高齢者とは男女ともに明らかな差異

が認められた 12）としている。中谷らによるとCS-30

テスト成績は加齢にともなう有意な低下が見られた

14）としており、山崎によると老化による身体機能低

下が活動量減少をもたらし、結果的に廃用性筋委縮

を惹起しさらに老化スピードをますという悪循環 18）

と述べていることからも、老化と筋力というのは関

係が深いと思われる。しかし今回は対象数が少なか

った点と、元々の疾患が年齢的なばらつきがあり、

必ずしも年齢で分けた群が疾患の構成が均等ではな

かったことが影響していると思われ、単に年齢変化

だけで身体機能と活動性を比較することは困難であ

ると思われた。 

【まとめ】 

 地域在住高齢者を想定し神経内科クリニックのリ

ハビリテーション科に通院する60歳以上の高齢者

を対象に、生活活動能力として老研式、動的バラン

スとしてTUGT、下肢筋力としてCS-30を指標とし

関係性を検討した。老研式とTUGTは相関がみられ

た。TUGTは日常生活の活動性の高さを示す指標と

して有効であると思われた。今回の対象のような

元々何らかの疾患からの障害をもつ人の筋力の指標

としてCS-30を用いるのは注意が必要であると思わ

れた。 

 

 

 

 

表1：測定結果（平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各測定値の結果 （ｎ＝26） 

老研式（総得点） 

[点] 
9.57±3.4 

手段的自立 [点] 3.5±1.8 

知能的動性 [点] 3.19±1.1 

社会的役割 [点] 2.88±1.5 

ＴＵＧＴ       

[秒] 
14.0±7.3 

ＣＳ-30       

[回] 
10.4±3.7 
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（図１） 

 

 

 

 

 

（図２） 

 

 

 

 

 

表２：過去の転倒歴 
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手段的自立とＴＵＧＴ 
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(点) 
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  あり（n=6） なし（n=20) 

老研式[点] 7.8±4.2 10.1±3.1 

TUGT[秒] 13.9±7.7 14.1±7.4 

CS-30[回] 10.3±2.0 10.4±4.1 

過去５年間の転倒歴 
 

  あり（n=14） なし（n=12) 

老研式[点] 8.3±3.7 10.0±3.6 

TUGT[秒] 14.1±6.5 14.0±8.5 

CS-30[回] 10.8±3.0 9.9±4.5 

年齢別   

 75歳未満

（n=11） 

75歳以上（n=15） 

老研式[点] 7.9±3.8 10.8±2.7 

TUGT[秒] 16.4±9.4 12.3±5.0 

CS-30[回] 9.5±2.7 11.0±4.3 
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（図３） 

 

 

 

（図４－①） 
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１．はじめに 

 現在、障害者スポーツは、各地域で行われてい

るレクリエーション活動からパラリンピックをは

じめとした競技スポーツまで、幅広く行われてお

り、スポーツに参加する障害者は増加傾向にある。

一方で、障害を抱えながらスポーツを実施するこ

とは、健常スポーツに比べ、様々な支援が必要で

ある。特に競技スポーツにおいては，元々の障害

がある故、身体的、精神的な負担度は大きい。従

って、国際大会等の海外遠征では、身心のコンデ

ィションを維持することは、健常スポーツ以上に

重要であり、クラス分けも重要な位置づけである

ため、医療スタッフの活躍が期待されている。 

 日本障害者バドミントン協会（JBAD）では、

2005 年より国際大会において医療スタッフが帯

同し、選手のコンディショニングおよびクラス分

けを担当している。今回、障害者バドミントン国

際大会においてトレーナーとして帯同し貴重な経

験と知見を得たので報告する。 

 

２．大会概要 

大 会 名 ： 8th Para-Badminton World 

Championships in Guatemala 

開催地：グアテマラシティ 

競技会場：Domo de la Zona 13,Guatemala 

City,Guatemara,C.A 

渡航期間：2011年11月20-28日 

大会期間：2011年11月22-26日 

 

日本選手団：選手9名（車椅子2名、下肢障害4名、

上肢障害 3 名）、スタッフ 3 名（監督 1

名、総務1名、トレーナー1名） 

 従来組織の国際障害者バドミントン協会（IBAD）が、

2009 年にバドミントン世界連盟（BWF）の組織下と

なり、世界障害者バドミントン連盟（PBWF：

Parabadminton World Federation）が設立された。

本大会は、PBWF が組織されてから初めての世界

選手権大会となった。 

 

３．帯同内容 

①携行物品 

 選手のコンディショニング対応として、物理療

法機器（図１：EU‐940、trio 300、伊藤超音波）、 

テーピング各種、救急用品各種、クーラーボック

ス、エクササイズマット、サプリメント類を準備

した。 

 

 
図 1．超音波治療機（EU‐940） 
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②健康管理、コンディショニング 

 本遠征は、長時間のフライト（計約 15 時間）に加え、

試合前日に、コーチ・プレイヤーワークショップ、クラ

ス分けなど非常に過密なスケジュールであった。そ

の為、移動の疲労が解消せず、体調不良を訴える選

手が目立った（頭痛 2 名、全身倦怠感 3 名、発熱 1

名）。試合初日から、疲労度の高い選手は会場で仮

眠をとる、試合終了後のセレモニーは欠席し、すぐ

に宿舎に戻り心身を休ませる等で対応した。また、体

調不良の選手に対しては、随時体温、心拍数を測定

し、体調に応じて練習や試合内容を選手と検討する

ことが必要であった。このような配慮が全日程必要な

状況であり、他のスタッフとの連携が非常に重要であ

った。怪我、痛みに対しては、会場での筋マッサー

ジ、ストレッチ、テーピング（肘１件、肩１件、膝１件、

腰部１件）、低周波治療器等にて対応した（図 2）。宿

舎では、トレーナー宿泊部屋をコンディショニングル

ームとして開放した。選手 5 名に対しコンディショニ

ングを行い、１日平均 2～3 名の選手が利用した（図

3）。また、大腿切断選手の義足ソケット不適合によっ

て生じる皮膚創処置が毎日必要であった。 

 また、選手に毎朝コンディショニングデイリーレポ

ート提出をしてもらい、健康状態を把握し、即座に対

応できるよう努めた。 

 

③ドーピングへの対応 

 服薬については、選手に事前連絡し、十分に注意

するよう促した。特に渡航間際に湿疹や、感冒等で

病院受診した選手に対しては、主治医や薬剤師会

に早急に問い合わせるよう促し、対応した。基本的

には、自己管理とし、アスリートとしての自覚を促す

よう努めた。本大会では、ドーピング検査は実施され

なかったが、ドーピング予防については、今後も

JBADの取り組みとして重要である。 

 

②食事・栄養指導 

 日常の食事の重要性や摂取の仕方について適宜

指導した。試合会場では、昼食のタイミングがパフォ

ーマンスに影響する為、特に正午前後に出場する

選手に対しては、注意が必要であった。食事、栄養

については、選手自ら考え実践できるよう国内合宿

等での継続した指導が必要である。 

 なお、食事の衛生状態については良好であり、食

中毒等で悩まされることはなかった。 

 

 

図2．会場でのテーピング場面 

 
図3．宿舎でのコンディショニング場面 

 

④車椅子選手への対応 

 車椅子選手は、海外遠征の移動において、長時間

の座位が強いられる為、褥瘡や健康に十分に留意

する必要がある。往路の機内では添乗員に申し入れ、

十分な座席を確保し、できるだけ臥位姿勢を促した。

しかし、復路では満席状態であったため席の確保は

困難であった。事前に航空会社に申し入れる等、準

備が必要であり、今後の課題となった。また、ロスア

ンゼルス空港での乗り継ぎで、長時間（約 6時間）の

待ち合わせ時間があった為、空港内においても臥

位、仮眠がとれるよう配慮した。（図4、5） 

 宿舎に関しては、主催者側の配慮で部屋は広く、

シャワールーム等も車椅子利用者に対して配慮され
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ていた為、日常生活での問題はなかった。 

 

 

図4．機内での対応 

 

図5．乗り継ぎ時、空港内での対応 

 

４．クラス分けについて 

 我々は，2004 年に国際障害者バドミントン協会

（IBAD），およびアジアパラリンピック委員会主催で

開催されたメディカルセミナーに参加し，同年よりそ

の情報をもとに国内大会にクラス分けを導入すること

で、国際大会に対応してきた。しかし、従来のクラス

分けは、非常に軽度の障害でも出場が認められて

いる、区分が曖昧な部分や客観的でない部分が多

いなど問題点があった。本大会では、試合前日に各

チームのメディカルスタッフに対しクラス分けセミナ

ーが開催され、新クラス分けシステムが公開された。

詳細な内容は、ここでは割愛するが、従来のクラス

分けでの開催は、本大会を持って終了し、今後は新

クラス分けシステムに基づいて実施されることが説明

された。新クラス分けシステムは、基本的に IPC（国

際パラリンピック委員会）のクラス分け概念に準じて

規定され、極端に軽度な障害は除外される傾向にあ

り、判定基準がより明確となった。従来のクラスを統

合し、カテゴリー数は少なくなる。 

 今回より、新クラス分けシステムに基づいたクラス

分けが実施された為、全選手がクラス分けの対象と

なった。我々は、選手に同行し、障害レベル等をで

きるだけクラス分け委員に説明し、スムースにク

ラス分けが行われるよう努めた（図 6）。新クラス

分けの結果、大部分の選手は新クラス分けシステム

へ再登録となったが、一部の選手が該当せず、次回

からの国際大会出場が不可となった。 

 今後は、新クラス分けシステムについて、国内で十

分に検討し、対応していくことが課題となった。 

 

図６．クラス分けの様子 

 

４．終わりに 

 本大会は、初の中米地区での開催であり、治安や

排気ガスなどの環境、および大会運営が劣悪であっ

た。加えて長時間のフライトも重なり、選手にとって

は身心ともに過酷な大会となった。そのような状況の

中でも、金メダル１個を含め、全員がメダルを獲得す

ることができたことは、非常に喜ばしいことであった。 

 一方で、現地に入って、体調を崩す選手がみられ

決して万全なコンディションで臨めなかった。コー

チ・プレイヤーミーティングへの出席、クラス分け等、

試合初日までに過密スケジュールが重なり、移動時

の疲労が解消されなかったことが原因と考えられる。

本大会のような移動に長時間を有する海外遠征に関

しては、選手のコンディションを配慮し、余裕をもっ

31 



 

た渡航日程や現地のスケジュール等、入念な事前

の打ち合わせや計画が必要であり、今後の課題とな

った。 

 最後に、本大会は、コンディショニングやクラス分

けへの対応など、医療スタッフの重要性を改めて痛

感した大会であった。障害者スポーツの海外遠征に

おいては、選手の負担は大きく、現地では身心のコ

ンディションの対応が求められる。今後、本分野で活

躍する理学療法士が少しでも増えることを期待する。 
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日本ボート協会ナショナルチーム欧州強化合宿帯同報告 

(2011 世界選手権大会にむけて) 

 

愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科 

鳥居 昭久 

 

Training camp report of the Japanese boat national team in Europe． 

(for 2011 world championships) 

 

Akihisa Torii 

 

Key words：ボート競技、トレーナーサポート 

 

【はじめに】 

 2012年はオリンピック・パラリンピックロンドン

大会の年であり、それに先立って2011年は、オリン

ピック関係各スポーツ種目においては、この出場権

を得る為の予選が国内外で行われていた。ボート競

技は、2011年8月末の世界選手権大会（スロベニア・

ブレド市）、2012 年 4 月のアジア地区予選（韓国・

忠州市）、同年5月の最終予選（スイス・ルツェルン

市）のいずれかの大会での上位国に出場権が与えら

れる。日本は、軽量級の 2 種目の出場権獲得のため

に、2011 年 8 月の世界選手権大会に向けて、2010

年秋から選抜候補選手で長期合宿とワールドカップ

転戦を行い、2011年6月から最終選抜メンバーにて

欧州合宿を行って本戦へと向かった。従来、日本ボ

ート協会ナショナルチームには、試合遠征期間のみ

にトレーナーが帯同し、通常練習期間にトレーナー

サポートをすることはなかったが、コーチ、選手の

要望や、現場での必要性もあり、2011年度から予算

化された上、ボート協会医科学委員会の中にトレー

ナー部会を構成し、常時トレーナーサポートをする

ことができるようになった。今回、このトレーナー

部会の一員として世界選手権大会前の強化合宿に帯

同し、長期遠征合宿の課題について考察する。 

 

【期間および滞在場所】 

 選手団としては2011年6月27日出発、ドイツ・

ブライザッハ市にて合宿開始、7 月 5 日にスイス・

ルツェルン市へ移動し、7月8日～10日、ワールド

カップ最終戦、その後同月12日からドイツ・エアラ

ンゲン市にて合宿、8 月 6 日からドイツ・ミュンヘ

ン市に移動しさらに合宿を続け、8月25日にスロベ

ニア・ブレド市へ移動。8月28日からスロベニアに

て行われた世界選手権大会に参戦し、合計72日間の

合宿および試合となった。トレーナー部会としては、

3名のトレーナーが交代で帯同し、著者は7月24日

～8月12日、計20日間のサポートを担当した。 

 

【サポート対象】 

 対象となった選手は当初11名（男性6名、女性5

名）で合宿に入り、ワールドカップ最終戦の戦績を

考慮して、7月11日からは8名（男性5名、女性3

名、29.8±4.9歳）の最終選抜メンバーとなった。 

 

【サポート内容】 

 選手は選抜メンバーであり、また多くがベテラン

選手であるため、基本的に体調管理、栄養管理、体

重コントロールは選手自身に任されている。このた

め、サポート内容は、基本的に宿舎でのトレーナー
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ルームにて選手からのリクエストへの対応、練習前

後の選手への声掛け、必要に応じてのテーピング実

施程度にとどまった。起床時や、練習前の選手のコ

ンディション管理については、適宜声掛けおよび観

察にとどまり、客観的な情報収集は行えなかった。 

 

１）トレーナールーム 

 練習場所は、地域のボートハウスおよび水域であ

ったが、選手のニーズが主に練習後のケアが中心で

あったため、宿泊施設のトレーナー居室に治療用ベ

ッドを広げるスペースを確保してトレーナールーム

とした（図1、２）。 

練習前後に必要な対応については、それぞれの練

習会場にて対応することとなったが、テーピングテ

ープ、応急処置資材のみを携帯して対応した。尚、

著者滞在中は、緊急を要する事態は無かったが、他

のトレーナー滞在中に骨折を伴う事故が発生した事

例があり、その際には合宿地の医療機関に緊急搬送

した。 

 

２）準備した資材など 

 治療用資材としては、日本ボート協会もしくは

JISS（国立ｽﾎﾟｰﾂ科学センター）が所有している治

療機器などと、日本ボート協会医科学委員会医師の

指示の下で用意した外用薬を準備して対応した。以

下の 

・折りたたみ式簡易ベッド1台 

・物理療法機器：低周波治療器ES360（伊藤超短波）

超音波治療器オステオトロン（伊藤超短波社）各

1台 

・テーピング用テープ 

・マッサージ用パウダー、ジェル 

・湿布 

・外用消炎鎮痛剤 

・タオルなど 

をトレーナー室に設置し、必要に応じて練習会場な

どにも運んで対応した。（図３，４） 

 

以下、筆者の帯同中の内容に限定して報告する。 

 

３）対象となった部位、症状など 

 ボート競技の特性として、腰背部の慢性障害が最

も多い。これは、漕ぎ動作が座位での体幹屈曲伸展

の繰り返しであることに加えて、様々な方向に揺れ

る不安定なボートのバランスを、下肢と体幹の動き

でコントロールしなくてはならない為に、腰部にか

かる負担が最も多いためである。今回の帯同中も、

選手の訴えとしては、腰背部の張りや疲労感、下肢

の疲労感が最も多かった（図５）。 

 

４）トレーナー業務 

トレーナーに求められた役割の中心は、強化合宿

における練習量、負荷の増加に伴い、蓄積する疲労

を軽減し、練習がより効果が上がるようにすること。

また、これらの影響からの慢性障害を予防すること

であり、主にマッサージ、ストレッチなどや、トレ

ーニングのアドバイスなどが中心であった。 

痛みを訴える選手に対しては、物理療法として低

周波や超音波、徒手療法として関節運動学的アプロ

ーチ（ＡＫＡ）などの手技を用いることもあった。

痛みの発生は、慢性的な鈍痛が中心であったが、急

性の筋痛（いわゆる寝違えのような症状）が３例あ

り、それに対しては、物理療法としての超音波療法

や、徒手療法としてのＡＫＡが有効であった。しか

し、多くは前述のとおり、疲労回復のためのストレ

ッチや、マッサージのリクエストであったため、張

りや、筋肉痛などに対するリクエストとなったので

ある。 

選手がトレーナーサポートを受けた頻度としては、

著者滞在期間中の実質 19 日間で、多い者は 19 回、

平均 8.5 回ほど対応し、これは大抵の選手が最低 2

～3日に1回の割合でサポートを受けたことになる。

選手の自己管理や、トレーニングや、その前後のメ

ンテナンス意識にもよるが、毎日何らかの不調を訴

える選手と、ほとんど不調を訴えない選手に分かれ

た。また、長い合宿生活の為に、身体的な疲労に加

えて、心理的ストレスも少なくなく、それによる不

定愁訴的な訴えもみられた。著者滞在中は、強化期

間の中心であったために練習量も多い時期があり、

他トレーナー滞在期間に比べて、若干リクエストが
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多めになったようである。 

 

【課題】 

１）選抜選手団であるため、選手、スタッフの考え

方の不一致 

 選抜選手団であるために、選手個々が通常に行っ

ているコンディショニングやトレーニングが一定で

はないために、同様の状況・症状であっても別のリ

クエストがでる場合があった。選手間の差別感など

が無いように、それぞれの選手のリクエストになる

べく個別に対応できるように心掛ける必要があった。

従って、トレーナーサポート内容についての理解を

得られるように各選手に対する説明を改めて行う必

要があった。 

 このことは、選手に対するトレーナー側の立場に

ついても同様のことが言えた。今回は３名のトレー

ナーがリレー形式で対応し、申し送りノートやメー

ルを使って、十分な情報伝達に努めていたが、治療

の内容や目的などに若干の誤差が生じたために、選

手に対しての説明を十分に行う必要があった。この

ことは選手にとっては不安の材料にもなりかねない

ことであり、トレーナー側の意識、目的、技術など

の統一方法は、今後の検討課題である。 

２）コーチ･選手のトレーナーに対する認識の誤解 

 トレーナーは、主にマッサージなど身体機能のメ

ンテナンスをするものであるという認識が選手の中

には多く感じられた。実際に対応したトレーナー３

名は、理学療法士、もしくは柔道整復師、鍼灸指圧

マッサージ師などの資格を持った上で、日本体育協

会の公認アスレティックトレーナーの資格を得てお

り、単に身体機能のメンテナンスのみならず、トレ

ーニング方法や、動作分析、栄養摂取などの知識や

技能も有り、コーチと連携しながら効果的なトレー

ニングや、障害予防に関われるはずである。しかし、

前述のような認識から、身体的な問題が有った場合、

もしくは単に疲れたから揉みほぐして欲しいといっ

た程度のリクエストが中心であったことが残念であ

った。特に、コーチとのミーティングが少なく、問

題が発生してから意見交換する程度であったことは

改善すべき課題と言える。この点は、日本ボート協

会そのものがトレーナーに対して認識が低い為でも

あると思われた。ボート競技は、サッカーやラグビ

ー、バスケットボールなどと違って急性外傷が少な

く、アライメント不整などによる外傷に及ぼす影響

も比較的少ない。主に慢性障害が中心であり、マイ

ナー競技であるが故に、選手のコンディショニング

やメンテナンスも選手任せの風潮が少なくない。そ

れらが、ナショナルチームにも影響しているのだろ

うと思われた。 

 

【おわりに】 

今回、日本代表チームのトレーナーとしてサポー

トに当たったが、選抜選手団としてのサポートの難

しさや、問題点を認識することができた。ボート協

会やアダプティブローイング協会の医科学担当とし

て、より選手のパフォーマンスが上がるために必要

なトレーナーサポートのあり方について、今後も引

き続き検討したい。 

 

 

（図１：トレーナールーム） 
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（図２：トレーナールームでのサポート） 

 

 

 

（図３）トレーナールーム資材 

 

 

 

（図４）物理療法機器 

 

 

 

 

 

（図５）対応部位 

 

 

 

（図６）練習風景 
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   動物実験関係者に対するセミナー資料 

動物研究からフィールド・スタデイへ 

 

Between Animal Life Study to Field Study 

 

島田 隆道 

愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科 

 

Takamichi Shimada: Aichi Medical College for Physical and Occupational Therapy 

 

  本学では学生実習や教員の教育研究のために、しばしば実験動物を使用した研究が行なわれること

を鑑みて、愛知医療学院短期大学に相応しい、動物実験規程集を作成することになった。平成 17 年(2005

年)に行なわれた法改正により、改正動物愛護管理法が公布され 2006 年に施行された。また、文科省は

2006 年に研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針を告示し、日本学術会議で「動物実験

の適正な実施に向けたガイドライン」がまとめられた。動物の愛護及び管理に関する法律、文科省の基

本指針そして、学術会議のガイドライン等の骨子を参考にして規程集の作成作業を進め「愛知医療学院

短期大学動物実験規程」が平成 23 年８月１日から施行された。本学における動物実験規程集について教

職員に周知させるため、実験動物取扱講習会を 11 月に開催した。その時報告したものに、2011 年 10 月

に文科省が開催した研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針についての説明会の資料を

追加して、簡単な解説を加えまとめてみた。また、話題として著者がライフワークとして行なってきた

動物実験について自己点検・評価を行なった。 

 

キーワード: 苦痛の軽減、使用数の削減、代替法の利用、リスクファクター(危険因子)、 

オフスプリングスタディ、フィールドスタディ 

Key words: Refinement, Replacement, Reduction, Risk factor, Offspring study, Field study 

 

1. 2011年 11月 7日に行った実験動物取扱講習会の内容 
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実験動物の取り扱い講習会 
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1.動物実験等に関する規定に関して 

 図 2.本学の動物実験規程の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球上の生物の生命活動を科学的に理解する

事は、人類の福祉、環境の保全と再生などの多

くの課題の解決にとって極めて重要であり、動

物実験等はそのために必要な、やむを得ない手

段であるが動物愛護の観点から、適正に行なう

事が求められている(1)。 

3R のうち、苦痛の軽減（Refinement)、代替法

の 利 用 (Replacement) 、 使 用 数 の 削 減

(Reduction)が記載された。 

 

(1)動物実験等の基本原則 

すべての人が「動物は命あるもの」であるこ

とを認識し、みだりに動物を虐待することのな

いようにするのみでなく、人間と動物が共に生

きていける社会を目指し、動物の習性をよく知

ったうえで適正に取り扱うよう定めています。 

 

図 3.委員会の審査と学長承認が必要な書類(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.委員会の調査と学長承認が必要な書類(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.学長への報告・届け出が必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.実験動物授受の流れ 

 研究のために市販実験動物ではなく、ハーバ

ード大学解剖学教室からトルコハムスターを譲

り受けた事があったので、そのことを例として

取り上げ、最近の方法を解説した。 
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厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感

染症の発生を防ぐため、平成17年 9月 1日から

「動物の輸入届出制度」を導入しました。 

 

図 7. 話は 1969 年４月に新潟大学医学部衛生

学教室に勤務するようになり、当時の科学技術

ニュースを紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8. 衛生学教室で先天異常の成因と予防に

関する、フィールド調査と動物実験を行なうよ

うになった。当時、渡邊厳一先生が執筆された

テキスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒトは、４６本の染色体をもっています。２

２種類の常染色体がそれぞれ２本ずつと、２本

の性別を決定する性染色体からなっています。

女性は２本のX 染色体、男性はX とYの染色体を

１本ずつ持っています。ダウン症の人は、２１

番染色体が１本過剰で３本あります。２１番染

色体は最も小さい常染色体であり、それが持っ

ている遺伝情報が少ないため、他の染色体異常

に比べ重篤な異常をもって生まれてくることが

比較的少ない先天異常です。 

染色体異常症のフィールド調査で染色体検査

を担当するようになり、1971年に染色体検査を

より詳細に行なうための、技術革新がありその

バンディング法を身に付けることで、1973年２

月に渡辺厳一先生のご紹介でセオドール・イン

ゴルス先生が主宰するボストン大学疫学研究セ

ンターへ研究員として赴任した。疫学とは「人

間集団における健康状態と疾病に関係する要因

の分布を明らかにする学問」で、個人レベルに

とどまらずある集団全体において疾患の起こり

方を観察する。そこに発生する疾患の健康障害

の原因究明にとどまらず、健康増進と予防法を

確立して行く科学である(2)。フラミンガム・ユ

ニオン病院で産まれる赤ちゃんの染色体検査を

担当した(赴任してから 1 年を経て Research 

Associate in Experimental Pathology 実験病

理学の准研究者の称号をフラミンガム・ユニオ

ン病院の理事会代表者から頂いた)。また、実験

動物ハムスターを使用して、低酸素状態に曝さ

れた時の妊娠母獣への影響について研究を行な

った（3）。 

 

 

図 9. フラミンガム・ユニオン病院からの認定証 
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フラミンガム・ユニオン病院はラーニッド池

に面しており、池の周りは緑の樹木で覆われ、

夏の夕暮には大きなホタルを楽しむことが出来

た。私が住んだフラミンガムにはこの様な緑の

木々に覆われた大きな池が沢山あった。 

現在はフラミンガム・ユニオン病院は経営者

が違う新しい病院に変わっています。 

 

 図 10.フラミンガム・ユニオン病院周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当時ボストン大学疫学研究センターはボスト

ンマラソンのスタート地点に近いフラミンガ

ム・ユニオン病院の一角にあった。フラミンガ

ム・ユニオン病院には、世界でも名高いフラミ

ンガム心臓研究所が疫学研究センターの向かい

にあった。 

 

図 11. 1973年 4月のボストンマラソン(フラミ

ンガム鉄道駅前で) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 年４月下旬のボストンマラソンで 1500

人以上の走者の中に 7人の心疾患で治療を受け

た者が、トロント・リハビリテーション・セン

ターの心臓発作後、回復訓練プログラムのもと

での訓練を受け、リハビリテーション医学の歴

史的な偉業が成し遂げられていたことを後にな

って知った。当日は 4月下旬であったが、何人

かの走者が熱中症で倒れるほどの暑い日であっ

た。 

フラミンガム鉄道駅は、普段は利用されずに

埃で一面覆われていたが、1973年暮れからオイ

ルショックの影響で、ボストンへの通勤列車で

賑わいを見せていた。 

 フラミンガム心臓研究所で、心血管病に関す

る科学的健康予知、リスクファクター(危険因

子) の概念が確立された。三大危険因子として

脂質異常、高血圧、喫煙の同定に始まり、現在

では生活環境、運動、ストレス、遺伝、合併症、

ビタミン欠乏、ミネラル摂取など二百数十項目

について明らかになっている。現在の医学の常

識となっている Evidence-Based-Medicine 

(EBM)もここに源流がある(2)。現在、フラミン

ガム心臓研究所は他の所に移設されている。 

 

図 12. 染色体異常症候群とそれらの染色体像

(疫学研究センターのファイルから) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先天性異常症の子どもの染色体核型を検査す

ると小さな染色体数の過剰の場合が見られる。

このことから、染色体数の 1本過剰に有するト
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リソミーでは外表、あるいは内臓等に障害を有

する。１本欠失すると性染色体の場合を除いて、

流産してしまう。 

ダウン症では２１番染色体が1本多いことが

原因となって胎内で身体が出来あがる過程で都

合の悪いことが起こりやすくなります。生後に

知的な発達障害、運動発達の遅れを示したり、

多種類の合併症を起こしたりします。ダウン症

の障害の程度はひとりひとりで異なります。少

数ではありますがほとんど健常者と差がなく社

会的に活躍している人もいます。大半の人たち

はある程度のハンデキャップを負っています。

医学的な治療法は今のところありません。 

その子供の発育・発達する能力を最大限に伸ば

してあげる「療育」と呼ばれるアプローチがと

られています。 

 

 

図 13. 子どもの未来を守る環境評価のための

研究の重要性を認識する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14.  類人猿からヒトへの染色体変異が人類

の進化にどのように関わっているか、関心が高

まった(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物種によって染色体数や構造が異なる事が

知られている。ニホンザルを含む旧世界ザルの

中で、マカク属のアカゲザル、カニクイザル、

ニホンザルなどは染色体数は 2n=42で、地理的

隔離により種分化してきたと考えられる。最近、

外来種の持込みなどにより、隔離現象が崩壊し

て、繁殖して房総半島に野生化したアカゲザル

集団とニホンザルと交雑して交雑個体の出産が

報告されている。哺乳動物の種とは何かの再検

討が問われている。 

 

図 15.私と動物実験との関わり 

 マウス、ラット、ウサギなどからハムスター

を使用するようになった。 
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図 16. 遺伝子・染色体変異とがん化・種分    

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般に遺伝子や染色体の変異に伴い体細胞の

場合、細胞のがん化が起こる。生殖細胞の場合

は、先天性の異常を伴う事が多く報告されてい

た。 

 実験動物にハムスターを使用するようになっ

たのは、染色体の其々の形が、ヒトの染色体と

似ているので使用した。実験動物ハムスターに

よる、染色体異常誘発性の因子究明の研究から、

染色体異常胎仔のオフスプリングスタデイへと

関心が移って行った。、当時、Mesocricetes（M）

属ハムスターに染色体多型が報告されていた。M

属ハムスターは 4種 1亜種が報告されていた。

そのうちの 3種のハムスターの生息地域を次に

示した。 

 

図 17. M属ハムスターの分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルーマニアハムスター（2n＝38）、トルコハムス

ター(2n=42)、シリアハムスター(2n=44) 

トルコハムスターは一般に染色体数が 42 本

(2n=42)であるが、ハーバード大学医学部解剖学

教室では染色体を 44 本有しアクロセントリッ

ク染色体を 6本(2n=44,AA)持つアンカラ産由来

トルコ・ハムスターと、染色体数は 42本でアク

ロセントリック染色体は 4本であるマリア産由

来ハムスター（2n=42,MM）を飼養していた（5）。 

ハムスターを譲り受ける時、染色体多型を有

する動物の子孫がどうなるか調べることにより、

動物の進化の研究に繋がるのではないかと考え

申し出た。 

私の考えていた実験計画が容易に理解された

のは、フラミンガム心臓研究所で 1971年から心

血管疾患を有する患者の子どもと配偶者を対象

としたオフスプリングスタディが始まって、多

くの研究者たちがオフスプリングスタディにつ

いて関心を持っていたからのようだ。 

 

図18. ボストンから35㎞ 東にフラミンガム

があり、更に東に霊長類研究所があるウースタ

ーが位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978年の夏の終わりころ、ハーバード大学へ

朝 8時頃行ったら、ライマン教授の研究室の教

職員、研究者たち 8名余がそろって迎えてくれ

た。レストランで歓談したあと、レンタカーで

譲り受けたハムスターを運び、フラミンガム・

ユニオン病院に隣接する実験動物飼養室でしば

らく飼養した。 

ハーバード大学解剖学教室のライマン教授よ

りアンカラ産ハムスターとマリア産ハムスター
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の交雑種を譲り受けた。次いでルーマニア・ハ

ムスター(2n=38)をマサチュセッツ工科大学

(MIT)栄養学教室から譲り受けた。MITでハムス

ターからの採血方法を実際に習った。マウス、

ラットは尾静脈からの採血が可能だが、ハムス

ターは尾が短く眼窩血脈洞から採血する。 

 ライマン教授より、譲り受けたアンカラ産ト

ルコハムスターとマリア産トルコハムスターの

交雑種を、山形大学医学部に持ち帰るために、

ウースターにある霊長類研究所の獣医師ダニエ

ル氏に、細菌に感染していないかどうか検査し

て頂き、手荷物としてボストン空港から成田空

港へ運んだ。成田空港での検疫に少し時間がか

かった。1978 年 10 月から山形大学衛生学教室

の動物実験飼養室で、それらのハムスターの交

配実験を展開した。また、1981年秋に再度マリ

ア産ハムスターの交雑種を空輸して頂いた。 

これらのハムスターの交配は数世代の

（Offspring study）繁殖試験と染色体検査を行

なった。観察されたハムスターの染色体核型を

以下に示す。 

 

図 19. トルコ産由来のハムスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真の左の３匹のハムスターは 44 本の染色

体を有する(2n=44AM)雄獣と（2ｎ＝43AA）雌獣

から産まれた仔獣で染色体構成は 2n=44,AA、

2n=44AM、2n=43AM、を示す。右の 2匹のハムス

ターは 43本の染色体を有する(2n=43AA)雄獣と

交雑させた(2n=43AA)雌母獣から産まれた染色

体構成は 2n=44AA、2n=42AAを示す同腹仔である。

染色体数やアクロセントリック染色体の数が異

なるハムスターではあるが、個体にマークを付

けていなければ個体識別が困難なほど健全で外

表も類似している。 

 染色体数の変化は 12 番目の染色体数の変化

によることが明らかになった。ちなみに、この

12 番目の染色体は本来のマリア産ハムスター

には含まれないもので、アンカラ産ハムスター

固有の染色体と相同な染色体であった(6)。染色

体数が2n=44の核型は12番目の染色体が2本含

まれていた。アクロセントリック染色体の数は

6本(AA型)、5本(AM型)、4本(MM型)の 3種類

の型があった。アクロセントリック染色体の数

の変化は 19 番目の染色体がアクロセントリッ

ク染色体とサブメタセントリック染色体の変異

による。サブメタセントリック染色体の長腕は、

19番目のアクロセントリック染色体と相同の G

バンドを示した。ちなみに、サブセントリック

染色体はマリア産ハムスターに含まれる固有染

色体と相同であり、アクロセントリック染色体

はアンカラ産ハムスターに含まれる固有の染色

体と相同であった(6)。染色体数 2n=43の核型は

12番目の染色体が一本欠失しており、19番目の

染色体は AA型と AM型の 2種類が確認された。

染色体数 2n=43 同志の交配により得られた

2n=42のハムスターは、12番目の染色体を 2本

とも欠失しており、19 番目の染色体は AA 型で

あった。この染色体数 2n=42,AA型のハムスター

は本来のマリア産ハムスター2n=42,MM 型とは

異なっており、実験室で産出された変異種と考

えられる。 
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図 20. アンカラ産由来ハムスターの核型

(2n=44,AA)を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21. 44本の染色体を有するが 19番目の染色

体が AM型のヘテロを示す（2n=44,AM）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図22. 19番目染色体ヘテロ型を有する5匹の染

色体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23. 43本(12番目の染色体が 1本欠失)の染

色体を有し19番目は2本ともホモ型アクロセン

トリック染色体を有する 

(2n=43,AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24. 43本(12番目の染色体は 1本欠失)の染

色体を有し 19 番目は AM 型のヘテロを示す

(2n=43,AM)。 
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図 25. 42本の染色体(12番染色体を 2本欠失)

を有するが、19番染色体はアクロセントリック

染色体を 2本有するホモを示す 

(2n=42,AA)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26. 日本アカネズミの染色体多型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形大学医学部衛生学教室でトルコ産ハムス

ターの研究を始めて、すぐに、染色体多型を持

つ哺乳動物の日本アカネズミが研究されている

事を知った。 

早速、山形市内にある営林署へ行ってアカネズ

ミの捕獲の許可を得て、蔵王山の中腹へアカネ

ズミを捕獲に行った。当時はアカネズミは植樹

したヒノキやスギの幼苗を食べてしまうので、

害獣として扱われていたので、すぐに許可を得

ることが出来た。捕獲したアカネズミは衛生学

教室の飼育室で、バットに水を張って、金網の

飼育かごにアカネズミを入れて飼育した。野生

の哺乳動物には、ダニやノミが寄生している場

合が多いので、飼育していると寄生虫は水面に

浮かんでいるので、寄生虫は寄生虫教室へ提供

した。その後、飼育室で数年飼育し繁殖実験を

試みたが、室温、照明のコントロールされた飼

育室では仔獣を得ることは出来なかった。哺乳

動物学会に入り、アカネズミの飼育研究をして

いる仲間から、日照時間と気温の変化が必要な

ことを知った。動物飼育室では、他の動物実験

が行なわれていたので、部屋の照明時間や温度

変化を行なう事は断念した。 

これらのアカネズミは染色体検査を行ない、さ

らに染色体の高解像バンド標本の作製法などを

検討した。 

 

  

図 27. 哺乳動物の多様性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハーバード大学から譲り受けた、マリア産ト

ルコハムスターの交雑種が、実験動物飼養室の

交配実験により、数世代にわたる染色体多型の

推移を観察した(オフスプリングスタディ)とこ

ろ、12 番目の染色体の欠失による数の変化と、

19 番目の染色体のアクロセントリック型とサ

ブメタセントリック型の変異が見られた。 こ

れらの実験を通して、ある時点でマリア産トル

コハムスターにアンカラ産ハムスターの交雑が

おこり、その子孫の動物の妊性が高かったので、

その後の近交交配により染色体多型の集団とし

て維持されてきたものと解された。これらの研

究は、染色体多型に富む M属ハムスターの染色

体構造変化と種分化の相互関係を解明するため

の基礎的な資料として有益であると考える。
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1995 年頃からトルコハムスターの研究をさら

に発展させるため、トルコからの留学生数人に

トルコ語会話を習いながら、トルコハムスター

の研究の重要性と面白さを説いたが、留学生の

関心事は他にあり、やむなく1998年の夏にトル

コ旅行を行ない、アンカラやマリアに近いカッ

パドキアを通り、地中海地方エフェソスを回っ

た旅行を通してトルコハムスターの生息環境を

観察した。アンカラ産トルコハムスターについ

て、今後更なる生態調査と染色体調査が必要で

あると考える。 

M 属ハムスター類の染色体には、大きな異質

性染色質の領域が多く観察されている。異質染

色質の構造は高度に凝縮しており、そのために、

遺伝子発現に関与するタンパク質が DNAに接近

できないと考えられている。異質染色質のクロ

マチン構造に 2 つの型が認められている。1 つ

は構成異質染色質で、これはすべての細胞につ

ねに見られる普遍的な特徴として、遺伝子を含

まない DNAからなり、つねに密な構造が保たれ

ている。この部分には動原体やテロメアやその

他の染色体部分が含まれる。もう 1つは、ある

時期のある細胞に見られる、条件異質染色質で、

ある細胞、あるいは細胞周期に不活性化する遺

伝子を含んでいると考えられる。これらのこと

は、染色体上にある遺伝子の発現と抑制に関わ

る基本的な研究に回帰する。 哺乳動物の染色体

突然変異と遺伝子突然変異が、どのように哺乳

動物の進化に繋がっていくのかの研究を実験室

で展開する実験動物として、トルコハムスター

の長所は、①妊娠期間が 16日と短い、②一度に

多数の仔獣を得ることが出来、出産数は 10数匹

である。また、③産まれた仔獣は 3カ月後には

成獣となり妊娠可能となる。これらのことから、

トルコハムスターはこの種の研究に向いた有益

な生物種と考えられる。 

 

 

 

 

図 28.再びこどもの未来を守るために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29.リハビリテーションのための補助的療法

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30.リハビリテーションのための生物療法 
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図 31.健康とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32.国際生活機能分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市化による自然環境の喪失、急速に進展す

るモータリゼーション、高度情報社会、女性の

社会参加、地域コミュニティや家庭形態の変化

など、子どもを取り巻く環境の変容は、世界的

にも類を見ない先端的なものである。子どもが

遊ぶ空間はこの 40年間減少の一途をたどり、極

めて小さくなってきた。従来子どもの問題は、

医療、福祉、教育あるいは家庭、学校の問題と

して捉えられる傾向にあった。しかし、この 40

年間の子どもの状況の変化は「車」と「テレビ」

に代表される物質的・情報的な環境の変化であ

り、これによって子どもの成育環境は「空間、

方法、時間、コミュニティ」の 4つの要素が相

互に影響しあいながら悪化の循環に落ち込んで

いる。今こそ、子どもを元気にする成育環境の

実現が極めて重要な課題であると認識する時で

ある(8)。 

図 33ヘルスプロモーション実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1986年にオタワ憲章が WHO(世界保健機構)に

より提唱された新しい健康観に基づく健康戦略

で、フラミンガム心臓研究所で確立された、自

らがリスクファクターを解消し健康をコントロ

ールする個人の努力と、健康を支援する環境を

改善し地域作りを推進するのに植物を介在する

方法を考えてみた。 

 

図 34. 人の環境と植物の環境  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 園芸活動は導入しやすく、集団でも個別にも

可能であり、作業形態の多様性があり、老若男

女を問わずに導入できる。日本の文化的背景に

よる身近な作業であるなどの利点から、健康を

維持・促進するための作業として最適である。 
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図 35. 前川にカワセミがやってきた!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (愛知池友の会 竹川政一氏撮影  

2012年 1月) 

 

 親子での田んぼづくりは、お互いを思いやり、

支え合っていける社会の構築や、自己実現・社

会貢献意欲などを発揮できる地域社会づくりに

最適な活動である(9)。岩澤信夫氏が提唱する不

耕起移植栽培は、生物との共生環境を利用した

循環型農法で、田んぼの生態環境が甦り、それ

らの生物による作用で土壌の肥沃化がもたらさ

れる。最近まで、大きなアオサギが倒れ魚が浮

きあがっていた、近くの前川に、カワセミが飛

来するようになった。 
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マネジメントのツボ～再発事故経験から～」 2011.4.24（名古屋市） 

 

加藤真夕美 

日本作業療法士協会事例報告登録制度審査委員 

岩倉市障害者自立支援審査委員（岩倉市） 

 

加藤真夕美 

愛知医療学院短期大学公開講座、認知症に負けない生活 ―実践！頭と体のリハビリテーション―、

2011.6.11（清須市） 

 

鳥居昭久 

フラットぷらっと2011特別講演講師「セラピストとして人にどう向き合うか」 2011.7.18（名古屋市） 

 

鳥居昭久 

中部リハビリテーション専門学校同友会シリーズ講習会講師「ＰＮＦの基本的理論と技術」2011.8.22

（名古屋市） 

 

鳥居昭久 

第 9回東三河運動器リハビリテーション研究会講師「障害者スポーツ選手へのアプローチ」 2011.9.10

（豊橋市） 

 

野原早苗 

清須市育児講座「こっこ教室」講師、子どもの発達とかかわり、2011.10.21（清須市） 

 

万歳登茂子 

愛知医療学院短期大学公開講座、こわーい脳卒中―あなたならどうする― 2011.11.13(清須市) 
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原和子 

動機づけ（motivation）のための作業療法理論 

日本聴導犬・介助犬訓練士学院、2011.11.11 

 

鳥居昭久 

愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会第２回研修会公開討論会講師「アスレティックトレーナー

の活動を考える～海外遠征活動から～」2011.12.18（名古屋市） 
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〔その他印刷物（研究会･勉強会資料、種々教室提供資料やその他社会活動；教室、勉強会講師など）〕 

  

小川由美子 

愛知医療学院短期大学FD研修会｢本学の課題と今後の対応について｣、2011.2.24、清須市 

 

加賀谷繁 

愛知医療学院短期大学FD研修会「ビデオによる公開授業による講義のあり方」、2011.7.25、清須市 

 

加藤真弓 

愛知医療学院短期大学FD研修会「PT・OT・ST 需要調査結果報告」、2011.7.25、清須市 

 

島田隆道  

愛知医療学院短期大学 第1回実験動物取扱講習会、2011.11.7、清須市  

     

田原靖子 

官学連携による一場保育園の運動教室講師、2011.5～2011.12（清須市） 

 

鳥居昭久 

韓国ボート協会アダプティブローイングセミナー講師「日本におけるアダプティブローイングへのサポ

ート」2011.1.20（韓国ソウル市） 

 

鳥居昭久 

愛知県立杏和高等学校総合学習（産業社会と人間）講師「怪我をしないために自分で出来ること」2011.6.2

（稲沢市） 

 

鳥居昭久、加藤真弓 

愛知ＰＮＦ研究会定例勉強会講師 2011.1~2011.12（清須市） 

 

鳥居昭久  

運動器系体表解剖セミナー講師 2011.5.14～15（清須市） 

 

鳥居昭久 

日本ボート協会医科学委員会トレーナー部会2011.4～12（東京都他） 

 

鳥居昭久 

日本ボート協会ナショナルチーム世界選手権事前合宿帯同トレーナー2011.7.24～8.13（ドイツ・エアラ

ンゲン市、ミュンヘン市） 

 

鳥居昭久 

日本障害者スポーツ協会障害者スポーツトレーナー部会（研修・試験担当）2011.1～2011.12（東京都

他） 
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鳥居昭久 

日本障害者スポーツ協会障害者スポーツトレーナー養成研修会委員2011.2.4～6（横浜市） 

 

鳥居昭久 

日本障害者スポーツ協会障害者スポーツトレーナー養成研修会委員2011.10.8～10（東京都） 

 

鳥居昭久 

日本体育協会認定アスレティックトレーナー養成研修会講師「筋力トレーニング」2011.10.17（阿久比

町） 

 

鳥居昭久 

私立岐阜女子高等学校バスケットボール部トレーナー2011.1～12（岐南町） 

 

鳥居昭久 

清須市介護認定審査会委員2011.1~12（清須市） 

 

鳥居昭久 

愛知医療学院短期大学野球部顧問監督 2011.1~12（清須市） 

 

鳥居昭久 

名古屋大学医学部保健学科招聘講師（解剖学実習）2011.1~12（名古屋市） 

 

鳥居昭久 

一宮市立中央看護専門学校非常勤講師（解剖生理学、疾病診断学）2011.1~12（一宮市） 

 

鳥居昭久 

愛知県立杏和高等学校女子バスケットボール部勉強会講師 2011.7.1（稲沢市） 

 

野原早苗、横山剛、田原靖子 

官学連携による一場保育園の運動教室講師、2011.5～2011.12（清須市） 

 

野原早苗 

愛知医療学院新卒者研修コース講師、治療法の実際2011.7（清須市） 

 

原和子 

健康小話「椅子に座ってできるピラティス・エクササイズ」 

高蔵寺東高森台老人会、2011.3.22（春日井市） 

 

原和子 

健康小話「転倒予防体操」 

高蔵寺石尾台老人会、2011.9.29（春日井市） 
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堀部恭代 

愛知県作業療法士会新人教育プログラム講師，作業療法の可能性，2011.11.6(清須市) 

 

万歳登茂子 

AJUホームヘルパー養成講座 リハビリテーションの基礎知識 2011.6.24(名古屋市) 

 

万歳登茂子 

AJUホームヘルパー養成講座 脳性マヒの見方 2011.8.20(名古屋市) 

 

万歳登茂子 

日本リハビリテーション医学会 プログラム委員 2011.11.2(千葉市) 

 

万歳登茂子 

女性のための医療相談 2011.11.19(名古屋市) 

 

万歳登茂子 

岐阜放送ラジオ番組 「すこやか介護」「回復期リハビリテーション」2011.12.15(岐阜市) 

 

宮津真寿美 

愛知医療学院新卒者研修コース「筋力強化の最新の知見」、2011.9.10、清須市 

 

横山剛 

清須市子育て支援事業清須市児童館まつり副実行委員長、2011.5～2012.3（清須市） 

 

横山剛 

愛知県作業療法士会機関誌編集委員会委員、2011.4～2012.3 

 

横山剛 

愛知県作業療法士会機関誌査読委員、2011.4～2012.3 

 

横山剛 

平成 23年度愛知医療学院新卒者研修コース「患者理解のための工夫」、2011.6.11（清須市）  

 

横山剛 

官学連携による一場保育園工作教室講師、2011.4～2012.3（清須市） 

 

横山剛 

清須市介護認定審査会委員、2011.4～2012.3（清須市） 

 

横山剛 

加藤病院リハビリテーション科勉強会「メンタルヘルス対応について」、2012.1.19（名古屋市） 
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卒業研究論文 第１巻 平成２２年度 

 

〔理学療法学専攻〕 

足関節内返し・外返し筋力について 

    後藤大輔 林潤平 真野浩輔（指導教員 鳥居昭久）  

 

電気刺激と温熱刺激を併用した筋力トレーニングの効果 

加賀祐紀 神谷尚紀 沓掛すみれ 敷地明日香 菅沼里紗（指導教員 宮津真寿美）  

 

学生における関節可動域測定の問題点について 

河内詩織 澤山聖子 田中芽美（指導教員 木村菜穂子）  

 

健常者の寝返り動作パターンと体幹屈筋力の関係性について 

磯村政典 高須政宏（指導教員 加藤真弓）  

 

健康増進教室におけるセラバンド運動の効果について ～セラバンドの伸張度と下肢筋力に着目して～ 

佐藤純一 長谷部有紀 森友美（指導教員 加藤真弓）  

 

遠心性・求心性収縮後の超音波エコー画像上の違い 

黒木麻有 外村匡康（指導教員 勝水健吾） 

 

遅発性筋痛に対する疼痛評価と超音波エコー画像の関連性 

高須康輔 山田光志郎（指導教員 勝水健吾）  

 

スクワット時の重心位置の違いによる下肢関節モーメントへの影響 

江見将仁 菅沼敬介（指導教員 木山喬博 荒谷幸次）  

 

遅発性筋痛（DOMS）の発生条件について 

鈴木詩織 三浦茜 安田幸代（指導教員 木山喬博 野原早苗）  

 

〔作業療法学専攻〕 

feedbackがモチベーションと前頭前野の賦活に与える影響 

稲田美香（指導教員 岡田智子）  
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卒業研究論文 第２巻 平成２３年度 

 

〔理学療法学専攻〕 

ストレッチ効果持続時間について         

今井恵 加藤友梨（指導教員 木山喬博）   

 

Hybrid法による大腿四頭筋の筋力増強効果－治療用電気刺激装置を用いて－ 

市川洸樹 平野雅也（指導教員 宮津真寿美） 

 

スクワット動作における関節モーメントの違い～重心位置の違いによる変化量の影響～ 

大谷梨紗 水野泰徳（指導教員 荒谷幸次） 

 

少年野球チームにおける関節の可動性の検討 

大槻徹 塚田健太 中村未央 渡邉愛（指導教員 鳥居昭久） 

 

短時間での血流制限トレーニングによる膝関節伸展筋力増強効果 

小原雄斗 宮本有香（指導教員 宮津真寿美）   

 

超音波診断装置で得られる筋断層画像のヒストグラムの再現性 

加納理紗 田中順子 勅使河原卓馬（指導教員 林修司） 

 

座面の角度に違いにおける骨盤・股関節の角度変化 

小林絢 下村理恵  増井里菜（指導教員 木村菜穂子） 

 

転子果長における骨指標の違いによる検者間誤差 

佐藤睦美 辰野元紀 田中和也（指導教員 木村菜穂子） 

 

拮抗筋の電気刺激による主動作筋力への運動抵抗の検討 

四方辰哉 松葉桃子（指導教員 宮津真寿美） 

   

超音波診断装置による棘下筋厚の測定        

寺嶌裕（指導教員 鳥居昭久） 

 

大学女子軟式野球選手の障害の実態調査       

林本真奈（指導教員 鳥居昭久） 

   

関節の弛緩性テストと関節可動域の関連性について 

山田彩加（指導教員 鳥居昭久） 

  

高校女子バスケットボール選手における外傷・障害の調査 

山本陽子（指導教員 鳥居昭久） 
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〔作業療法学専攻〕 

興味・関心と満足度とＱＯＬの関連性       

飯田彩香（指導教員 加賀谷繁） 

   

注意机上検査の結果が現実空間の危険因子予測に反映される可能性 

高木わかな（指導教員 加藤真夕美） 

 

化粧を施す人の違いが対象者の気分に与える 

山﨑香沙（指導教員 加藤真夕美） 

 

学生の志望動機からみられる入学前後での職業的同一性の変化について 

貞方愛美（指導教員 横山剛） 

 

学生が持つ自己へのイメージと職業へのイメージの関連   

向井佑果子（指導教員 横山剛） 
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編集後記 

 

愛知医療学院短期大学紀要第３号をお届けします。第２号から原稿締め切りを１月にして発行しよう

と取り組んでいますが、今年は提出論文が少なかったので、３月まで延長する事により、研究報告４編

と、活動報告３編の原稿が集まりました。大変お忙しい中にもかかわらずご投稿頂いた方々はもちろん

のこと、査読、校正、編集作業などに対応して下さり、より良質な研究論文の完成をめざして、お力を

注いで下さった教職員の皆様にも、心より感謝申し上げます。 

 この春、本学は 30 周年を迎えました。さらなる学内の研究活動を推進していくための情報の記録と

公開、共有の場として、研究紀要がますます活性化されますよう、皆様のご支援とご協力をよろしくお

願い申し上げます。 

 

                                    紀要編集委員 

    島田隆道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

<紀要編集委員> 

 

編集委員長 

万歳 登茂子（リハビリテーション学科作業療法学専攻） 

  

         編集委員 

島田 隆道（リハビリテーション学科作業療法学専攻） 

 

原 和子（リハビリテーション学科作業療法学専攻）  

  

宮津 真寿美（リハビリテーション学科理学療法学専攻）  

 

小川 由美子（学校法人佑愛学園法人本部長）  
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